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「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」第１次改定にあたって 
 

 男女という性別に関わらず、だれもが個人として尊重され、一人ひとりの個

性と能力が十分に発揮できる男女平等参画社会の実現は、どの人にとっても生

きやすい社会をつくることにつながる重要な目標です。 

 三鷹市では、『三鷹市基本構想』をはじめ、『三鷹市女性憲章』、『三鷹市男女

平等参画条例』などで、男女平等参画社会の実現を明確に位置づけ、これまで

市民の皆様とともに協働で取り組みを進めてきました。 

 平成 28（2016）年は、三鷹市が平成 18（2006）年に『三鷹市男女平等参

画条例』を制定してから 10 年になります。これまで、平成 24（2012）年３

月に策定した『男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022』に基づき、基本

目標である、男女平等参画の総合的推進、人権を尊重する男女平等意識の醸成、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進などに取り組んできま

した。この度、計画期間の前期４年間の取り組みの検証を行うとともに、国や

東京都の動向や、三鷹市男女平等参画審議会での審議、市民の皆様からの貴重

なご意見等を踏まえ、『第 4 次三鷹市基本計画（第１次改定）』と連動する形で、

同行動計画の第１次改定を行いました。 

 第１次改定では、平成 24（2012）年の配偶者暴力防止法の改正を踏まえ、

「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」を同行動計画に含む形で新たに位置付け、

夫婦間や恋人同士の間で起きるあらゆる暴力の未然防止と被害者支援を推進

することとします。また、「セクシュアル・ハラスメント」や「マタニティ・

ハラスメント」など各種ハラスメントの防止に向けた取り組みもあわせて進め

ます。 

 さらに、国が平成 27（2015）年に策定した『第４次男女共同参画基本計画』

や平成 28（2016）年４月に全面施行される「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」を踏まえ、取り組みを計画に位置づけましたので、性別に

関わらずだれもが活躍できる環境づくりを一層推進します。三鷹市地方版総合

戦略とも連動した取り組みとしては、平成 28 年度に新たに創設される「地方

創生推進交付金」を活用して「三鷹版 働き方改革応援プロジェクト」を実施

し、市内企業の事業主及び従業者向けにセミナーを開催するなど、ワーク・ラ

イフ・バランス社会の実現に向けた啓発と支援を行います。 

 計画推進の担い手はもちろん三鷹市ではありますが、計画の推進には市民の

皆様のご理解と実践に向けたご協力が不可欠です。本計画の実現のために、多

くの市民の皆様が男女平等参画に関心を持っていただき、日常生活の中で活か

していただくことを心から願っています。 

 

平成 28（2016）年３月 

      

三鷹市長 
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第１編 総論 

  

第１部 計画策定（改定）の考え方 
１ 計画の目的 

市では、「男女平等参画条例」（注：P.56に全文を掲載）を平成 18年４月に制定し、平成 24 

年３月に「第４次基本計画」「男女平等参画に関する三鷹市行動計画 2022」をそれぞれ 

策定しました。 

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」は、条例制定後初めて策定される計 

画でもあることから、従来の計画を継承しつつも、条例の目的と基本理念を反映して策 

定しました。また、「第４次基本計画」にも対応した形で策定しました。 

 

２ 計画の性格 

 （１） この計画は、男女共同参画社会基本法（注：P.43に全文を掲載）第 14条第３項に規定す 

る、「市町村男女共同参画計画」にあたります。 

 （２） この計画は、「男女平等参画条例」第 11条第１項に規定する、「行動計画」にあた 

ります。 

 （３） この計画は、「男女平等参画条例」第 11条第２項に規定する、「男女平等参画審議 

会」の意見を聴いた上で策定したものです。 

 （４） この計画の各論Ⅲ－３は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法 

律第２条の３第３項に定める「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施 

策の実施に関する基本的な計画」にあたります。 

 （５）この計画は、「第４次基本計画」と密接に連動し、基本計画で掲げる施策を具体的に 

推進していくための個別計画にあたります。 

 

３ 計画の期間 

（１）計画の期間は、平成 23年度（2011年度）から平成 34年度（2022年度）までとしま

す。なお、「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022 第 1 次改定」の対象とする期

間は、上記計画期間のうち、平成 27年度（2015年度）から平成 34年度（2022年度）

までとします。 

（２）この計画は、計画期間を４年毎の３期（前期・中期・後期）に分けた上で、社会経済状 

況の変化、国の制度及び法令の改正等により、必要に応じて計画の見直しを行うこと 

とします。 
 

【計画期間（前期・中期・後期）について】 

年度（平成） 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

年度（西暦） 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

 男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022 第 1 次改定 

 

前期 中期 後期 
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 ４ 計画改定の基本的な考え方 

男女平等参画をめぐる社会情勢の変化と国の制度改正及び男女平等参画のための

三鷹市行動計画前期４年間の計画達成状況を踏まえた時点修正を基本とします。また、

第４次三鷹市基本計画第１次改定と連動、整合を図り下記の視点から計画改定を進め

ます。 

（１） 「男女平等参画条例」及び「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」に基づ 

く、男女平等参画の総合的な推進 

（２） 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

（３） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に定 

める「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本 

的な計画」としての位置づけの明確化 

（４） 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 28年４月全面施行）を視 

野に入れた取り組みの検討 

（５） セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなど各種ハラスメント 

の防止に向けた取り組みの推進 

（６） 性同一性障害などの理解と差別防止等の取り組みに向けた検討 

（７） 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ開設に伴う男女平等参画に係る事業の推 

   進 
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第２部 「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の達成状況 

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」（平成 24年３月策定）の主要課題の達 

成状況は、以下のとおりです。 

 

  １ 「男女平等参画条例」の普及・啓発及び「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」 

の推進 

    平成 18年４月１日に制定された「男女平等参画条例」の普及・啓発をめざし、市が

作成したリーフレット「条例のあらまし」や市民団体との協働で作成したパンフレッ

ト「知ってトクする！三鷹市男女平等参画条例」等を窓口や講座等で配布し、普及・

啓発に努めました。また、現行の「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」に規

定した事業や数値目標（男女平等参画指標）等の進捗状況を確認するために、男女平

等参画審議会や庁内推進連絡会議を開催し、計画の進行管理に努めました。 

 

【男女平等参画指標（達成状況）】 

No 22年度
前期目標

（平成26年度）
目標値

（平成34年度）
現状の説明・今後の方向性等

家庭の中で 31.5% 35% 50%

職場の中で 21.6% 25% 40%

学校教育の
中で

64.7% 70% 80%

社会全体で 19.6% 25% 40%

2 38.8% 42% 50%

数値は、各年度4月1日時点における数値を記載。
平成26年度（平成26年4月1日）は、36.1％となり、前
期目標には届いていない。なお、平成27年度（平成
27年4月1日）は、41.0％であり、今後も関係部署と
の連携を図りながら、引き続き目標達成に努める。

3 47.0% 50% 60%

平成23～25年度の数値は、平成22年度に実施した
「男女平等に関する市民意識・実態調査」における
数値を、平成26年度の数値は、平成26年度後半に
総合的な意識調査の中に男女平等参画関連の調
査を盛り込んで実施した結果を記載。前回調査と比
較するとワーク・ライフ・バランスの認知度は18.7％
増となっている。今後は市報、ホームページ、パンフ
レットの活用、啓発事業の実施等により、ワーク・ラ
イフ・バランスを推進し、認知度の向上に努める。

4 21.1% 25% 30%

数値は、各年度４月時点における数値を記載。平成
23年度の21.1％から比較すると平成26年度は1.6ポ
イント増となっている。今後も男女の別にかかわりな
く、職員の適正な能力評価により昇任昇格選考を実
施することにより、女性の積極的登用を図っていく。

41.4%

10.2%

24.9%

指標名 26年度

平成23～25年度の数値は、平成22年度に実施した
「男女平等に関する市民意識・実態調査」における
数値を、平成26年度の数値は、平成26年度後半に
総合的な意識調査の中に男女平等参画関連の調
査を盛り込んで実施した結果を記載。平成22年度の
調査と比較して、「職場の中」及び「社会全体」で平
等意識の割合が下がっている。今後は市報、ホーム
ページ、パンフレットの活用、啓発事業の実施等によ
り、総合的に男女平等意識の割合の向上に努める。

20.7%

66.6%

1

各分野におけ
る男女の地位
が平等になっ
ていると思う人
の割合

35.7%

17.3%

5

女性交流室の利用率

市の行政委員会・審議会等
における女性委員の割合

36.1%

仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）という言葉
を見聞きしたことのある人の
割合

65.7%

50%

平成26年度の登録団体の利用率は10.2％であり、
平成25年度の6.9％からは改善が見られた。今後は
市報、ホームページ等の様々な媒体を活用して、女
性交流室のPRを行っていく。また、女性交流室利用
者団体連絡会を定期的に開催し、利便性の向上に
ついて話し合い、利用率の増加に努める。

内訳

登録団体の利用率

市職員の管理職に占める女
性の割合

22.7%

35.1%
登録団体以外の男女平等

参画に関する利用率

その他活動に関する利用率 7.6%

42.7%

30%

 

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022 取り組み状況（平成 23～26年度）」より抜粋  
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２ 相談体制の充実 

日常生活で生じるさまざまな心の悩みや権利侵害は、専門家による早期対応により、

その深刻化を防ぐことにもつながります。心の相談カウンセラーや男女平等参画相談

員による相談事業については、男女平等参画を推進する上で重要な要素となることか

ら、総合的な相談体制の充実に努めると同時に、関係機関による連携体制の強化を図

りました。平成 26年度からは、カウンセラーと市関係窓口との定例の連絡会議の場に、

男女平等参画相談員の弁護士にも参加を頂き、情報共有と連携強化に努めています。 

 

３ 人権を尊重する男女平等意識の醸成 

    市及び教育委員会では、各種関連講座及び啓発活動の実施を通して、市民向けの啓

発に取り組んできました。指標として掲げた「社会全体で男女の地位が平等になって

いると思う人の割合」については、平成 26年度目標値の 25％に対し、「第４次三鷹市

基本計画第１次改定等に向けた市民満足度・意向調査」では、17.3％という結果でし

た。 

    配偶者等からの暴力（ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス）（注１）については、市

では市民向けの啓発及び被害者支援を中心に行ってきました。また、市の関係各課及

び市内外の関係機関がネットワークで結ばれた、「子ども家庭支援ネットワーク（注２）」

を中心に緊密な情報交換、相互連携及び迅速な対応を図っています。 

    セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）（注３）については、社会全体でもセクハラ

が人権侵害であると認知されてきています。市では、管理職・一般職といった職層に

応じた研修を実施するとともに、相談員を設置するなど、セクハラ防止対策に努める

とともに、広く市民向けにも啓発に取り組んできました。 

   

４ あらゆる分野・世代における男女平等参画の推進 

    市では、市の行政委員会・審議会等への女性委員の積極的な登用を指標に掲げ、「防

災会議条例」を改定し、防災会議の定数を拡大して女性委員の参画を推進するなど、

さまざまな取り組みを進めてきました。指標として掲げた「市の行政委員会・審議会

等における女性委員の割合」については、平成 26 年度の目標値 42％に対し、36.1％

という結果でした。市の取り組みの一環として、平成 23年度からは審議会等の選出区

分の市民枠に無作為抽出による参加・協力を呼びかけ、申し出に応じた市民について

は男女の人数が均衡するように努めるなど取り組みを進めています。また、平成 22年

３月に厚生労働省の指定を受け、実施した「仕事と生活の調和（注４）推進宣言（ワー

ク・ライフ・バランス宣言）（注：P.61 に全文を掲載）」に基づき、市の取り組みを進めると

ともに、平成 25年度からは、公募した市民企画員と協働で事業の企画運営を行う「ワ

ーク・ライフ・バランスのための民学産公協働講座」を実施しています。 

   

５ 就労の場における男女平等参画の推進 

    市では、関係機関等と連携し、各種講座・啓発活動を実施してきました。市の率先
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行動としては、女性職員の管理職への登用や男女平等の視点に立った職員配置を行う

など取り組みを進めてきました。指標として掲げた「市職員の管理職における女性の

占める割合」については、平成 26 年度の目標値 25％に対し、22.7％という結果でし

た。また、次世代育成支援対策推進法に基づく「特定事業主行動計画」の策定や「子

育てハンドブック」の作成・配布を通じて、特に男性職員に対する育児休業等の制度

の周知を図ってきました。 

 

６ 生涯を通じた男女の健康づくりの支援 

  「女性の健康」をテーマとして市民健康講座を住民協議会と協働で実施するととも

に、「乳がん予防」のための「自己触診法」の体験や情報提供を行いました。また、女

性特有の疾患について早期発見を促すために「乳がん・子宮がん検診受診クーポン券」

を発行して、受診数の増加を図りました。 

  さらに、平成 25年度からは、妊婦とそのパートナーを対象とした「プレママ・パパ

の食育講座」や男性対象の「栄養料理教室」を行い、ライフステージに応じた食育を

推進する等、男女の健康増進に努めました。 

   

７ 男女平等参画を支える社会づくり 

    市では、女性の就労を阻害する要因として、育児、保育園・学童保育所の保育サー

ビスを含めた支援体制の充実が求められていることから、平成 22 年３月に策定した

「次世代育成支援行動計画（後期計画）」に基づき、定員増及び延長保育等の充実に積

極的に取り組んできました。指標として掲げた「保育園定員数の拡大」については、

平成 26 年度の目標値 500 人に対し、平成 22・23 年の２年間で前倒して達成し、さら

に 400人の追加拡充を実施したにもかかわらず、保育園待機児童数（注５）は減少せず、

平成 27年４月１日現在 209人という結果でした。 

また、子ども家庭支援センターが調整機関となっている「子ども家庭支援ネットワ 

ーク」において、児童相談所を始めとした関係機関と母子・父子自立支援員等との連 

携を強化し、ひとり親家庭や要保護児童等の支援を行ってきました。 

   

８ 推進体制の整備 

    市では、庁内における関係各課との連携体制として、推進連絡会議（注６）を定期的

に開催し、横断的に各課の取り組み状況の確認、意見・情報交換等を行ってきました。

また、啓発事業等の実施にあたっては、市民関連団体と協働で進めるなど、施策の充

実に努めてきました。また、男女平等参画施策の活動拠点として「女性交流室（注７）」

の機能拡充の一環として、市民向けの広報、交流室内のパソコン設置を行うとともに、

平成 25年度には、市役所の主管課窓口に「男女平等参画情報提供コーナー」を設置し

ました。指標として掲げた「女性交流室の利用率」については、平成 26年度の目標値

30％に対し、35.1％という結果でした。 
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（注１）配偶者等からの暴力（DV：ドメスティック・バイオレンス）：親密な関係にある者から、配偶者、恋人、パ

ートナー等に対して振るわれる暴力のこと（近年では、恋人間における暴力を「デート DV」と呼ぶことがある）。

暴力には、身体的な暴力（殴る、蹴る、髪を引っ張る等）、精神的な暴力（携帯電話やメールを細かくチェックし

て行動監視をする、家族や友人との付き合いを制限する等）、性的な暴力（性行為を強要する、避妊に協力しない

等）等が含まれる。国や地方公共団体等では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基

づき、さまざまな取り組みを進めている。なお、一般的に使用されている、DV やドメスティック・バイオレンス

（Domestic Violence）という用語は、法令等で定義されたものではなく、通称名である。 

（注２）子ども家庭支援ネットワーク：平成２年に、庁内の子育て関連機関の連携を目的に設置された「子ども相談

連絡会」を前身とし、平成 18 年に「要保護児童対策地域協議会」として位置づけられた組織。現在、市の「子ど

も家庭支援センター（のびのびひろば）」を中心に、児童相談所、警察、病院、学校等も含めた市内のネットワー

クとして機能している。虐待や育児不安等といった子どもと子育てに関する関係機関相互の連絡・調整だけでなく、

配偶者からの暴力や非行にも対応した支援体制を築いている。 

（注３）セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）：相手を不快にさせる性的な言動（性的ないやがらせ）をいい、

基本的には受け手がその言動を不快に感じた場合にはセクシュアル・ハラスメントとなる。「雇用の分野における

男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法）」に基づき、性別に関わらずその能力が

十分に発揮できる雇用環境の整備及び法の下の男女の平等に向けた取り組み等が、行政だけでなく、企業等におい

ても進められている。 

（注４）仕事と生活の調和：平成 19 年に、政府、地方公共団体、経済界及び労働界の合意により策定された「仕事

と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生活の調和が実現した社会を、「国民一人ひとり

がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て

期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義しており、具体的には、

（１）就労による経済的自立が可能な社会、（２）健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会、（３）多様な

働き方・生き方が選択できる社会としている。市では、平成 22 年に「三鷹市 仕事と生活の調和推進宣言」を行

い、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを進めている。なお、全国で仕事と生活の調和推進宣言を

行っている自治体は、鳥取市、北九州市、京都市、福岡市、呉市、江戸川区及び三鷹市の７自治体である。 

（注５）保育園待機児童数：保育園に入所を希望しながら、希望する保育所の定員が満員等の理由により入所できな

い状態にある児童の数。 

（注６）推進連絡会議：市で策定する男女平等参画に関する行動計画の推進に向けて、庁内の連絡調整を図るために

要綱に基づき設置されている、関係部課長で構成する組織。 

（注７）女性交流室：平成５年に、男女平等参画に関する市民の自主的な活動と交流を行うことを目的に、三鷹駅前

コミュニティ・センター４階に設置された施設。平成 14年に、三鷹市中央通りタウンプラザ４階に移転。会議室、

相談室等があり、会議室内には、男女平等参画に関する書籍や資料のほか、各種情報の検索用にパソコンが設置さ

れている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E7%95%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88
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第３部 計画策定の背景 
１ 国際的動向（国際連合関係） 

   国際的には、1975 年（昭和 50 年）の「国際婦人年」以来、女子差別撤廃、女性の

地位向上、女性に対する暴力の防止など、女性の人権・健康等を保障する社会の実現

に向けた取り組みを進めてきています。 

 

年 主な出来事 

1975 年 「国際婦人年」 

「国際婦人年世界会議」（メキシコシティ） 

「国連婦人の 10 年」（1976 年～1985 年）国連総会 

1979 年 「女子差別撤廃条約」採択 

1980 年 「国連婦人の 10 年の中間年・1980 年世界会議」（コペンハーゲン） 

1985 年 「国連婦人の 10 年」最終年・「第３回世界婦人会議」（ナイロビ） 

1992 年 地球サミット「国連環境開発会議」 

1993 年 「世界人権会議」（ウィーン） 

1994 年 「国際人口・開発会議」（カイロ） 

1995 年 「第４回世界女性会議」（北京） 

1998 年 ＡＰＥＣ女性問題担当大臣会合（マニラ） 

2000 年 国連特別総会「女性 2000 年会議」（ニューヨーク） 

2002 年 ＡＰＥＣ第２回女性問題担当大臣会合（グアダラハラ） 

2005 年 第 49 回国連婦人の地位委員会（「北京＋10」閣僚級会合）（ニューヨ

ーク） 

2006 年 東アジア男女共同参画担当大臣会合（東京） 

2007 年 第２回東アジア男女共同参画担当大臣会合（ニューデリー） 

2009 年 第３回東アジア男女共同参画担当大臣会合（ソウル） 

2011 年 第４回東アジア男女共同参画担当大臣会合（シェムリアップ） 

ジェンダーと平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（UN 

Women）設立 

2012 年 第１回女性に関する ASEAN 閣僚級会合（ラオス） 

2013 年 第５回東アジア男女共同参画担当大臣会合（北京） 
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２ 国の動向 

   国においては、国際的な動向に対応しながら法制度の整備及び計画の策定等を進め

てきています。 

 

年 主な出来事 

1975 年 婦人問題企画推進本部設置 

1977 年 「国内行動計画」策定 

国立婦人教育会館開館 

1985 年 「国籍法」改正 

「男女雇用機会均等法」公布 

「女子差別撤廃条約」批准 

1987 年 「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画」策定 

1991 年 「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画（第１次改定）」策定 

「育児休業法」公布 

1994 年 男女共同参画室設置（総理府） 

男女共同参画審議会設置 

男女共同参画推進本部設置 

1995 年 「育児休業法」改正（介護休業制度の法制化） 

ＩＬＯ156 号条約（家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の

均等に関する条約）批准 

1996 年 「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

1997 年 「男女雇用機会均等法」改正 

「介護保険法」公布 

1999 年 「男女共同参画社会基本法」公布・施行 

2000 年 「男女共同参画基本計画」策定 

「ストーカー規制法」公布 

2001 年 男女共同参画会議設置 

男女共同参画局設置 

「育児休業法」改正 

「配偶者暴力防止法」公布・施行 

2002 年 「女性のチャレンジ支援策の推進について」決定 

「少子化社会対策基本法」公布・施行 

「次世代育成支援対策推進法」公布・施行 

2004 年 「配偶者暴力防止法」改正・同法に基づく基本方針の策定 

2005 年 「第２次男女共同参画基本計画」策定 

「女性の再チャレンジ支援プラン」決定 

2006 年 「男女雇用機会均等法」改正 
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2007 年 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」改正 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」・「仕事と生

活の調和推進のための行動指針」策定 

「配偶者暴力防止法」改正 

2008 年 「次世代育成支援対策推進法」改正 

2009 年 「育児・介護休業法」改正 

2010 年 「第３次男女共同参画基本計画」策定 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事

と生活の調和推進のための行動指針」改定 

2012 年 「女性の活躍推進による経済活性化行動計画」策定 

2013 年 「配偶者暴力防止法」改正 

2015 年 「女性活躍加速のための重点方針 2015」策定 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」公布・施行 

「第４次男女共同参画基本計画」策定 

 

３ 東京都の動向 

   都においては、国内外の動向に対応し、条例の制定及び行動計画等の策定を進め、

具体的な施策・事業を進めてきています。 

 

年 主な出来事 

1976 年 都民生活局婦人計画課設置 

1978 年 「婦人問題解決のための東京都行動計画」策定 

1983 年 「婦人問題解決のための新東京都行動計画 男女の平等と共同参加へ

のとうきょうプラン」策定 

1991 年 「女性問題解決のための東京都行動計画 21 世紀へ男女平等推進と

うきょうプラン」策定 

1995 年 東京ウィメンズプラザ開館 

1998 年 「男女平等推進のための東京都行動計画 男女が平等に参画するまち

東京プラン」策定 

2000 年 「東京都男女平等参画基本条例」（注：P.51 に全文を掲載）制定・施行 

2002 年 「男女平等参画のための東京都行動計画 チャンス＆サポート東京プ

ラン 2002」策定 

2006 年 「東京都配偶者暴力対策基本計画」策定 

2007 年 「男女平等参画のための東京都行動計画 チャンス＆サポート東京プ

ラン 2007」策定 

2009 年 「東京都配偶者暴力対策基本計画」改定 

2012 年 「男女平等参画のための東京都行動計画 チャンス＆サポート東京プ
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ラン 2012」策定 

「東京都配偶者暴力対策基本計画」改定 

2016 年 「東京都女性活躍推進白書」策定 

 

 ４ 三鷹市の動向 

   市においては、1988年（昭和 63年）に、全国に先駆けて「女性憲章」（注：P.55 に全文

を掲載）を制定して以来、市の基本構想、基本計画、行動計画において男女平等参画社

会の実現を掲げ、平成 18年に「男女平等参画条例」を制定し、具体的な施策・事業を

市民、市内関連団体等と協働で進めてきています。 

 

年 主な出来事 

1981 年 「女性問題懇談会」発足 

1985 年 「婦人行動計画」策定 

1988 年 「女性憲章」制定 

1992 年 「女性行動計画」策定 

女性施策推進担当組織（平和・女性・国際化推進係）の設置 

1993 年 「女性交流室」設置 

啓発誌「コーヒー入れて！」創刊 

「男女平等行動計画推進連絡会議設置要綱」制定・施行 

1995 年 「女性のためのこころの相談」開始 

1996 年 「みたか女性フォーラム（現在の名称は「みたか市民フォーラム」）」

開始 

1997 年 「女性行動計画」改定 

「職員旧姓使用取扱要綱」制定・施行 

2002 年 「女性交流室」移転 

2003 年 「男女平等行動計画」策定 

2005 年 「自治基本条例」制定・施行 

2006 年 「男女平等参画条例」制定・施行 

「市民会議、審議会等の設置及び委員の選任に関する基準」制定・施行 

2010 年 「仕事と生活の調和推進宣言」制定 

2012 年 「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」策定 

2013 年 「男女平等参画情報提供コーナー」開設 

2016 年 「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」第一次改定 
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第４部 計画の基本目標と課題 
第２部の「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」（平成 24 年３月策定）の達成状

況及び第３部の計画策定の背景を十分に斟酌するとともに、これからの将来を見据え、次

の４つの基本目標と８つの主要課題を設定します。 

 

１ 計画における基本目標 

（１）「男女平等参画条例」及び「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」に基づ

く、男女平等参画の総合的な推進 

（２）人権を尊重する男女平等意識の醸成 

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

（４）男女平等参画の推進に必要な体制の整備 

 

２ 計画の主要課題 

（１）「男女平等参画条例」の普及・啓発、「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」

の改定及び「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」（配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律第２条の３第３項に定める「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」に該当）の策定 

（２）相談体制の充実 

（３）人権尊重とあらゆる暴力の根絶 

    ア 「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」の策定・推進 

    イ マタハラを含めた各種ハラスメントの防止 

    ウ 性同一性障害などの理解と尊重 

（４）あらゆる分野・世代における男女平等参画の推進 

（５）就労の場における男女平等参画の推進 

（６）生涯を通じた男女の健康づくりの支援 

（７）男女平等参画を支える社会づくり 

（８）推進体制の整備 
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施策

 

第５部　計画の体系

Ⅰ 条例・計画の推進

１　「男女平等参画条例」の普及・啓発

２　「男女平等参画のための三鷹市行動
　　計画2022」の改定と推進

３　「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」
　　の策定と推進

４　「三鷹市女性活躍推進計画（仮称）」
　　の策定に向けた検討

Ⅱ 相談体制の充実

１　男女平等参画相談員制度の活用

２　女性のためのこころの相談の活用

３　相談体制の充実のための連携体制の
　　強化

Ⅲ
人権の尊重とあらゆ
る暴力の根絶

１　人権尊重の視点に立った男女平等意識
　　の醸成

２　人権としての性の尊重

２　仕事と家庭・地域生活の調和のとれた
　　社会の実現

３　国際交流・平和活動における男女平等
　　参画の視点の導入

３　配偶者等からの暴力（ＤＶ：ドメス
ティック・バイオレンス）と各種ハラスメン
ト（セクハラ・マタハラ等）の未然防止と被
害者支援の推進

４　男女平等参画の視点を取り入れた防災
　　活動の推進

Ⅳ
あらゆる分野・世代
における男女平等参
画の推進

１　政策形成過程への女性の参画推進

三鷹市配偶者等暴力対策基本計画
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事業

（１）「男女平等参画条例」の普及・啓発に向けた取り組みの推進

（１）「男女平等参画のための三鷹市行動計画2022」の改定と推進

（１）「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」の策定と推進

（１）「三鷹市女性活躍推進計画（仮称）」の策定に向けた検討

（１）男女平等参画相談員制度の活用

（１）女性のためのこころの相談の活用

（１）相談体制の充実のための連携体制の強化

（１）固定的性別役割分担意識に基づく制度・慣行等の見直しと
　　　男女平等意識の醸成

（２）男女平等教育等の充実

（３）教職員の意識改革の推進

（１）人権としての性の尊重の普及・啓発

（２）性の商品化への主体的で適切な判断力と批判力の形成

（２）男女比率、活動時間、運営方法等に対する配慮

（１）男女平等参画の視点に立った国際・平和関連事業の実施

（３）性同一性障害などの理解と尊重

（１）ＤＶ・各種ハラスメントの未然防止と相談体制の充実

（２）ＤＶ・各種ハラスメントを容認しない社会をめざした
　　　啓発事業等の実施

（３）ＤＶ等被害者の安全確保と自立支援

（４）推進体制の構築と関係機関との連携

（１）男女平等参画の視点を取り入れた防災活動の推進

（１）行政委員会・審議会等における男女比率の均衡に向けた
　　　取り組みの推進

（２）男女平等参画に関わる人財の活躍推進

（１）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発事業等の実施
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施策

Ⅴ
就労の場における
男女平等参画の推進

１　就労の場における男女平等参画の推進

２　市の率先行動

３　多様な働き方を推進するための支援

Ⅵ
生涯を通じた男女の
健康づくり支援

１　男女の生涯を通じた健康支援

３　高齢者・障がい者・ひとり親家庭への
　　支援

第５部　計画の体系

Ⅷ 推進体制の整備

２　推進体制の整備

１　女性センター機能の充実とさらなる
　　活性化の検討

Ⅶ
男女平等参画を
支える社会づくり

１　子育て支援の充実

２　介護保険事業の充実
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事業

（１）男女平等参画関連情報の市内事業者等への提供及び
　　　啓発の実施

（２）女性の職業生活における活躍の推進

（１）「特定事業主行動計画」策定による全ての職員の活躍推進

（２）積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の実施

（３）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みの実施

（４）男女平等参画意識を醸成する啓発活動の実施

（５）多様な働き方の推進

（１）積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進

（２）男女平等参画意識を促す啓発活動の実施

（１）男女の生涯を通じた健康支援

（２）母子保健・医療等の推進

（３）三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う男女の
　　　健康づくりの推進

（１）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った
　　　子育て支援の実施

（１）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った
　　　介護保険事業の実施

（１）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った
　　　高齢者支援の実施

（２）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った
　　　障がい者支援の実施

（３）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った
　　　ひとり親家庭支援の実施

（１）女性センター機能の充実とさらなる活性化の検討

（２）三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う生涯学習セン
　　　ターとの連携

（１）男女平等参画審議会の利活用

（２）庁内推進連絡会議の定期的な開催

（３）市民・市民団体等との協働による推進

（４）国・東京都への要望
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第２編 各論 

第１部 計画の内容 

 Ⅰ 条例・計画の推進 

市では、平成 18 年に「男女平等参画条例」を制定し、この条例に基づき、「男女平

等参画のための三鷹市行動計画 2022」を策定しています。今後は計画の中に掲げた数

値目標や具体的な施策・事業の総合的な推進並びに条例及び計画の普及・啓発に努め

ていきます。 

 

１ 「男女平等参画条例」の普及・啓発 

広報みたか、市のホームページ及び定期的に発行する啓発誌に紹介する機会を増やす

など、認知度の向上を図ります。また、市内関連団体及び事業所等にも普及・啓発する

など、市がリーダーシップを取りながら、機会を捉えて積極的な取り組みを呼びかけま

す。 

 

（１）「男女平等参画条例」の普及・啓発に向けた取り組みの推進 

事業 担当課 

① 【※推進】「男女平等参画条例」パンフレット等の配布と普

及・啓発 

企画経営課 

     

実施時期 

「男女平等参画条例」パンフレット等の配布と普及・啓発 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

実施 実施     

 

２ 「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の改定と推進 

男女平等参画条例の基本理念と目的に基づき、総合的かつ計画的に男女平等参画施策

を進めるための行動計画を、市、市民及び事業者等と協働で推進します。 

 

（１）「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の改定と推進 

事業 担当課 

① 【◎重点】「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の

改定と推進 

企画経営課 

 



 

 

- 18 - 

 

 

実施時期 

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の改定と推進 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

推進 改定 推進    

 

３ 「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」の策定と推進 

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の改定に合わせて、新たに「三鷹市配

偶者等暴力対策基本計画」を策定し、「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」に

包含することで、両計画を一体的に推進します。 

 

（１）「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」の策定と推進 

事業 担当課 

① 【◎重点】「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」の策定と

推進 

企画経営課 

     

実施時期 

「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」の策定と推進 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

推進 策定 推進    

 

４ 「三鷹市女性活躍推進計画（仮称）」の策定に向けた検討 

平成 28 年４月に全面施行される「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（以下「女性活躍推進法（注８）」という。）により、策定が努力義務となった地方公共団

体が定める「女性活躍推進計画」について、今後策定が予定されている東京都の基本計

画の内容も踏まえた上で、策定に向けた検討を行います。 

 

（１）「三鷹市女性活躍推進計画（仮称）」の策定に向けた検討 

事業 担当課 

① 「三鷹市女性活躍推進計画（仮称）」の策定に向けた検討 企画経営課 

     

 

（注８）女性活躍推進法：女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境

を整備するために、平成 27 年９月に制定された法律。平成 28 年４月１日までに、国、地方、労働者

301 人以上の大企業は、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・提出、情報公表

を行うことが義務付けられた。 
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 Ⅱ 相談体制の充実 

男女平等参画を推進していく上で重要な要素となる相談体制は、現在、市では総合

オンブズマン制度（注９）を始め、男女平等参画条例で規定する相談員制度やカウンセ

ラーによる女性のためのこころの相談などを設置しています。法的なアドバイス及び

日常生活で生じるさまざまな悩みに対応できるこれらの制度を十分に市民に利用して

もらえるように、広報・啓発を中心に取り組みを進めます。また、市の総合相談窓口

である、相談・情報センターや婦人相談員（注 10）を配置する子育て支援課とも連携を

図りながら、市民の相談内容に合わせた総合的な相談サービスの提供に努めます。 

    

１ 男女平等参画相談員制度（注 11）の活用 

平成 18 年に制定した「男女平等参画条例」の第 13 条には、男女平等参画の推進に関

連し、人権侵害についての市民からの相談を受けるための、相談員の設置が規定されて

います。職場等における各種ハラスメント（セクハラ・マタハラ等）やＤＶ（ドメステ

ィック・バイオレンス）被害者等に対する法的なアドバイスなど、市民からの相談内容

に応じて適宜紹介するなど、市の幅広い相談体制の一つとして取り組みを進めていきま

す。 

（１）男女平等参画相談員制度の活用 

事業 担当課 

① 男女平等参画相談員制度の広報誌等を通じた紹介と活用 企画経営課 

 

２ 女性のためのこころの相談（注 12）の活用 

女性カウンセラーによる「女性のためのこころの相談」事業を、引き続き継続してい

きます。 

（１）女性のためのこころの相談の活用 

事業 担当課 

① 【※推進】女性のためのこころの相談事業の継続・実施 企画経営課 

相談・情報課 

 

実施時期 

女性のためのこころの相談事業の継続・実施 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

実施 実施     
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３ 相談体制の充実のための連携体制の強化 

「女性のためのこころの相談」カウンセラーと市の関係各課職員との定期的な連絡会

議を開催すると同時に、男女平等参画相談員との連携を強化することで、相談体制の充

実を図ります。 

（１）相談体制の充実のための連携体制の強化 

事業 担当課 

① 【※推進】相談体制の充実のための連携体制の強化 企画経営課 

 

実施時期 

相談体制の充実のための連携体制の強化 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

推進 推進     

 

（注 9）総合オンブズマン制度：市民の市政に対する苦情を、公正かつ中立的な立場で迅速に処理するこ

とにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高め、公正で透明な市政の

推進を図ることを目的に設置された制度。平成９年に「福祉オンブズマン」として発足し、平

成 12 年に対象領域を市政全般に関する苦情等に拡大し、「総合オンブズマン」として新たな制

度運用を開始した。 

（注 10）婦人相談員：売春防止法第 35条に基づき、都道府県知事又は市長から委嘱され、要保護女子等

の発見、相談、指導等を行う。また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律第４条により、配偶者等からの暴力被害者の相談、指導等を行う。 

（注 11）男女平等参画相談員制度：男女平等参画条例に基づき設置された男女平等参画の推進を阻害す

る人権侵害等に関する相談制度。現在は男女各１名の弁護士を相談員に委嘱している。 

（注 12）女性のためのこころの相談：暮らしの中のさまざまなことで悩んでいる女性のための、専門相

談員（カウンセラー３名）による事前予約制の相談事業（相談無料）。 
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すべての人が男女の性別に関わらず、個人としての人権が尊重され、個性と能力が各 

人のライフステージに応じて発揮できる男女平等参画社会の実現を目指していきます。 

そのためには、家庭・職場・地域等で、男女がともにその人権を尊重され、いきいきと 

生涯を通じて活動できる、広がりのある男女平等意識の醸成が不可欠です。また、配偶 

者等からの暴力（ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス）や各種ハラスメント（セクハ 

ラ・マタハラ等）、その他さまざまな虐待（子ども、高齢者及び障がい者など）を含めた 

人権侵害についても、各種の事業の実施や啓発誌を配布しながら、関係機関等と連携を 

図り、啓発活動などの事業を進めていきます。 

 

１ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の醸成 

   人が社会生活を営む上で基本的な構成単位ともいえる、家庭、学校、職場、地域等の

あらゆる場で、男女が性別により差別されることなく、その個性と能力を尊重される社

会の実現に向けて、教育と啓発を地道に続けていくことは、市民に身近な基礎自治体で

ある市の責務といえます。特に地域活動においては、幅広い市民参加を進めてきている

ことからも、今後も関係機関等と協力しながら着実に取り組みを進めていきます。平成

26 年度に実施した「第４次三鷹市基本計画第１次改定に向けた市民満足度・意向調査」

では、社会全体で男女が平等になっていると思う人の割合は全体の 17.3％にとどまり、

学校教育の場で男女が平等になっていると思う人の割合の 66.6％と大きな開きが認めら

れます。市では、教育委員会と連携を図りながら、より一層の市民向け啓発等を中心と

した事業を継続して実施していきます。 

 

男女平等参画指標：各分野における男女の地位が平等になっていると思う人の割合 

項目 
計画策定時 

（平成 22年） 

前期目標値 

（平成 26年） 

前期実績値 

（平成 26年） 

中期目標値 

（平成 30年） 

目標値 

（平成 34年） 

家庭の中で ３１．５％ ３５．０％ ３５．７％ ４０．０％ ５０．０％ 

職場の中で ２１．６％ ２５．０％ ２０．７％ ２５．０％ ４０．０％ 

学校教育の中で ６４．７％ ７０．０％ ６６．６％ ７０．０％ ８０．０％ 

社会全体で １９．６％ ２５．０％ １７．３％ ２５．０％ ４０．０％ 

 

 （１）固定的性別役割分担意識（＊）に基づく制度・慣行等の見直しと男女平等意識の醸成 

 

（＊）男女を問わず、個人の能力などによって役割の分担を決めることが、適当であるにもかかわらず、

男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいう。「男は仕事、女は家庭」（現

代では、「男は仕事、女は仕事と家事・育児」と呼ばれることもある）、「男性は主要な業務、女性

は補助的業務」などは固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例といえる。 

 

 

 

 

Ⅲ 人権の尊重とあらゆる暴力の根絶 
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事   業 担当課 

① 男女平等参画の視点に立った講座（男女平等参画講座（注 13）

等）・講演会（男女平等参画のためのみたか市民フォーラム（注 14）

等）等の実施 

企画経営課 

生涯学習課 

社会教育会館 

② 男女平等参画に関する啓発誌「コーヒー入れて」（注 15）の定期

的な発行 

企画経営課 

③ 男女平等参画に関する国・都・近隣自治体等の資料収集と女性

交流室への配架 

企画経営課 

④ 男女共同参画週間（注 16）におけるさまざまな分野における男女

平等参画に関する啓発パネル展の開催 

企画経営課 

⑤ 男女平等に関する市民意識・実態調査の定期的な実施 企画経営課 

⑥ 男女平等参画の視点に立ったメディア・リテラシー（＊）の普

及・啓発 

（＊）情報メディアを主体的に読み解き、分析するといった情報評価能力と、自ら

がメディアを使って発信するといった情報発信能力をいう。メディアには、

既存のマスメディア（テレビ、新聞、ラジオ等）や出版物、広告等のほか、

インターネットを通じた情報も含まれる。男女平等参画の視点からは、情報

の中に含まれる固定的性別役割分担意識を読み解く力等が該当する。 

企画経営課 

 

（２）男女平等教育等の充実 

① 保育園等における男女平等参画の視点に立った保育の実施 子ども育成課 

② 学校における男女平等観を育む学習内容の充実と指導の実施 教・指導課 

③ 学校における男女平等参画の視点に立った進路指導の実施 教・指導課 

④ 公立小中学校における男女混合名簿（注 17）の採用及び利用 教・指導課 

⑤ 学校における男女平等参画の視点に立ったメディア・リテラシ

ーを養う学習の実施 

教・指導課 

⑥ 教育ビジョン 2022 及び教育支援プラン 2022 に基づいた総合

的な計画の推進 

教・指導課 

 

（３）教職員の意識改革の推進 

① 教員に対する男女平等参画を含む総合的な人権教育に関する

研修の実施 

教・指導課 

② 職員に対する男女平等参画に関する研修の実施 職員課 

 

２ 人権としての性（注 18）の尊重 

性を広く人権の一つとして尊重する視点に立つことは、男女の性別を問わず一人ひと

りがかけがえのない自分自身を大切にし、他者に対しても思いやりが持て、自他ともに

尊重できる豊かな人間関係を築いていく基礎となります。市では、教育委員会と連携を

図りながら、適切な人権教育を総合的に実施します。 
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（１）人権としての性の尊重の普及・啓発 

事   業 担当課 

① 広報誌等を通じた人権としての性の尊重の普及・啓発の実施 企画経営課 

② 性的被害の防止等も含めた発達段階に応じた性教育の実施 教・指導課 

③ ＣＡＰ（＊）事業の実施 

（＊）Child Assault Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字からとったもの。子ども

はだれもが安心して、自信を持って、自由に生きる権利があるという考えに立ち、人

権について学ぶとともに、いじめや誘拐、性暴力といったあらゆる種類の暴力から自

分を守る方法を身につけることを目的とする参加体験型プログラム（ワークショッ

プ）。子どもの年齢や発達段階に応じたプログラムと大人（保護者及び教職員等）向け

プログラムがある。 

企画経営課 

 

（２）性の商品化（＊）への主体的で適切な判断力と批判力の形成 

（＊）性的行為や性的欲求等をかきたてるようなものや表現が、商品として売買されること。 

メディア・リテラシーの向上を通し人権を侵害する違法・有害な性や暴力等に関す

る商品に対し、主体的で適切な判断力と批判力を養うため、啓発活動等を実施します。 

① 人権を侵害する違法・有害なＤＶＤや図書等の、青少年等から

の隔離を含めた環境づくりの実施 

児童青少年課 

 

② 性の商品化への主体的で適切な判断力と批判力の形成に向け

た啓発活動の実施 

企画経営課 

 

（３）性同一性障害などの理解と尊重 

① 多様な性の理解と差別防止に関する講座等実施の検討 企画経営課 

② 性同一性障害等に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応 教・指導課 

 

（注 13）男女平等参画講座：固定的性別役割分担意識に捉われるあまり、生きにくさを感じている男女

に対し、自分らしい生き方ができるように、考えるきっかけづくりを主な目的として実施して

いる講座。 

（注 14）男女平等参画のためのみたか市民フォーラム：平成８年から、男女平等参画に関する意識啓発

を行うことを目的に、年に１回実施している。平成 24 年度までは講演会と映画上映、平成 25

年度からは、講師と近い距離で男女平等参画について考えていただく内容となるように、中規

模な講座形式で行っている。 

（注 15）コーヒー入れて：平成５年から、市で男女平等参画や男女の生き方を考える情報誌として、年

２回、各回 8,000部、市内の公共施設を中心に配布している啓発誌（８ページ、オールカラー）。

企画・編集にあたっては、公募市民の協力を得ながら行っている。誌名は、市民公募によるも

ので、肩をはらずに、男女平等参画に市民の関心を向けてもらうことを意図して付けられた。

平成 27年９月発行号が通算で 61号。 

（注 16）男女共同参画週間：６月 23日～29日の１週間。「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され

た平成 11 年６月 23 日を踏まえ、法の目的や理念の理解を深めることを目的に、国（内閣府）

を中心に平成 13年度から始まった週間。 

（注 17）男女混合名簿：男女共学の学校における児童・生徒の名簿が、男女別ではなく、性別に関わら

ず、姓名の五十音順等の基準により、男女混合で作成されている名簿。 

（注 18）人権としての性：性による差別や暴力等がなく、性に関して自ら責任のある決定を行う権利。

性暴力や人身売買等からの自由も包含する考え方。 
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３ 配偶者等からの暴力（ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス）と各種ハラスメ

ント（セクハラ・マタハラ等）の未然防止と被害者支援の推進 

※「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」に該当 

 

   ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）（【用語解説】①）は、その多くが家庭内で起こり、

加害者に罪の意識が薄いことから、潜在化しやすく、被害が深刻化しやすい特性があり

ます。また、セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）やマタニティ・ハラスメント（マ

タハラ）に代表される各種ハラスメント（【用語解説】②）は、近年、労働環境等における

差別的な扱いが社会問題化し、未然防止に向けた取り組みが求められています。 

ＤＶやセクハラ・マタハラ等の被害者の多くは女性であり、性別による固定的役割分

担意識や女性の経済的自立の困難さ等から女性が軽視されているという社会風潮がその

背景にあります。さらに、ＤＶは、直接暴力を受ける人だけにととまらず、その子ども

にも多大な影響を与えます。 

「児童虐待の防止等に関する法律」では、子どもの面前でＤＶを行うことは、直接子

どもに向けられた行為でなくても、言葉や態度で心を深く傷つける行為であり、児童虐

待であるとされています。このように、家庭内で配偶者が暴力を加えることは、犯罪と

なる行為をも含む重大な人権侵害なのです。 

平成１３年４月に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以

下、「配偶者暴力防止法」という。）が施行され、「ＤＶ」という言葉は社会にも浸透しつ

つありますが、その理解はまだ十分とは言えません。また近年、「デートＤＶ」といわれ

る、「恋人間の暴力」も問題となっています。このような現状を踏まえ、被害者が暴力か

ら逃れ、安全で安心できる生活が送れるよう、被害者本人の意思を尊重し、状況に応じ

た支援を行うことが必要です。 

配偶者等からの暴力の被害を潜在化させないよう、婦人相談員や男女平等参画相談員

などによる専門的な相談支援を充実させるとともに、庁内関係窓口や関係機関における

知識・情報の共有を図ります。また、ＤＶや各種ハラスメントを当事者だけの個人的な

問題ではなく、男女平等参画社会の実現を阻害する重大な社会問題として捉え、ＤＶや

各種ハラスメントに関する正しい理解の促進と防止に向けた啓発の充実を図るとともに、

関係機関等との連携により被害者の支援体制を強化します。 

 

本章の（１）から（４）までの施策を「配偶者暴力防止法」第２条の３第３項に規定

する「市町村基本計画」に位置付け、「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」として体系的に

取り組みます。 
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【用語解説】 

① ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したも 

ので、略して「ＤＶ」と呼ばれることもあります。配偶者・パートナー等、親密な関係にある者 

から支配的に振るまわれる暴力のことです。殴る蹴る等の身体的暴力だけではなく、次のような 

ものも含まれます。 

 

身体的暴力 殴る、蹴る、物を投げつける、首を絞める など 

精神的暴力 大声で怒鳴る、無視する、人との付き合いを制限する、殴るふりをする、バカに

したり人格を否定するようなことを言う、（大切な）物を壊す など 

経済的暴力 生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、借金を負わせる、酒やギャンブル

で生活費を使い込む など 

性的暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない、見たくないポルノ雑誌等を見せる など 

※近年は、インターネットや携帯電話を使って誹謗中傷する、監視するなどの人権侵害も問題と 

なっています。 

 

② 各種ハラスメント（セクハラ・マタハラ等） 

ハラスメント（Harassment）とは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、他者に対する発言・行動 

等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、 

脅威を与えることを指します。近年さまざまなハラスメントが取り沙汰されています。 

 

セクハラ 本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を

傷つけられたと感じるような性的発言・行動を言う。また、近年では、性同一性

障害や性的指向に関する差別的言動についてもセクハラにあたるとされている。 

マタハラ 妊娠や出産を控えたまたは経験した、働く女性に対して行われる嫌がらせを言う。

育休、産休を取るからということで女性が差別や区別をされる、雇用形態を非正

規にされる、時短勤務で仕事復帰をしても職場の理解を得られず仕事が続けづら

いなどの事例がある。 

パワハラ パワー・ハラスメントの略語で、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人

間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身

体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言う。 

モラハラ モラル・ハラスメントの略語で、侮辱的な言葉や態度によって、人格や尊厳を傷

つける精神的嫌がらせを言う。夫婦間でのモラハラの場合は精神的ＤＶとも捉え

られ、受けた側は自己肯定感や自信を失い、ストレスを溜め込むケースがある。 
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（１）ＤＶ・各種ハラスメントの未然防止と相談体制の充実 

   ＤＶや各種ハラスメントの未然防止のために、機会を捉えて予防や早期発見に努める

とともに、被害を潜在化させないよう、婦人相談員やカウンセラー、男女平等参画相談

員などによる専門的な相談支援を強化し、それらの相談窓口等の周知に努めます。 

事業 担当課 

①【◎重点】市民・事業者等向けの情報提供及び相談窓口等の周       

 知 

企画経営課 

相談・情報課 

② 妊産婦・新生児訪問時等におけるＤＶの未然防止と早期発見 健康推進課 

子ども育成課 

③ ＤＶ被害者に対する相談体制の充実と庁内連携体制の強化 子育て支援課 

企画経営課 

④ 各種ハラスメントに対する相談支援の実施 企画経営課 

 

 

（２）ＤＶ・各種ハラスメントを容認しない社会をめざした啓発事業等の実施 

   ＤＶや各種ハラスメントは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害にあたることや、

それらの行為の背景には、性別による固定的役割分担意識があること等を含め、意識の

啓発を目的とした取り組みを推進します。 

① ＤＶ・各種ハラスメントに関する市民意識・実態調査の定期

的な実施 

企画経営課 

② 【◎重点】ＤＶ等の防止に向けた、啓発誌等を通じた啓発活

動及び講座等の実施 

企画経営課 

関係各課 

③ 各種ハラスメントの防止に向けた、庁内・学校並びに市民向

けの啓発活動及び講座等の実施 

企画経営課 

職員課 

教・指導課 

④ マタハラ防止を目的とした啓発活動等の推進 企画経営課 

生活経済課 

 

（３）ＤＶ等被害者の安全確保と自立支援 

   ＤＶ等の被害者が配偶者等からの暴力から逃れ、本人の意思に沿った自立に至るまで

には、保護から自立支援等に至るまで、様々な機関からの支援を必要とする為、被害者

に対して心身のケアを行い、関係機関と連携しながら、支援体制の強化を図ります。 

① ＤＶ等被害者の保護並びに支援のためのネットワークの活用 子育て支援課 

企画経営課 

関係各課 

② 男女平等参画相談員や法的支援機関等との連携 企画経営課 

子育て支援課 

関係各課 

③ ＤＶシェルター等への一時保護と自立支援 子育て支援課 

関係各課 
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（４）推進体制の構築と関係機関との連携 

   計画の着実な実現のために、庁内推進連絡会議などの定期的な開催と事業の進行管理

に努めるとともに、ＤＶ等の防止と被害者の支援強化をめざした、「庁内関係窓口連絡会

議（仮称）」を新たに開催し支援体制の確立を図ります。 

事業 担当課 

① 庁内推進連絡会議などの定期的な開催と計画の進行管理 企画経営課 

関係各課 

② 「庁内関係窓口連絡会（仮称）」の開催と情報共有 企画経営課 

子育て支援課 

関係各課 

③ ＤＶ等防止のための関係機関のネットワークの強化 企画経営課 

子育て支援課 

関係各課 

 

実施時期 

市民・事業者等向けの情報提供及び相談窓口等の周知 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

実施 実施     

 

実施時期 

DV 等の防止に向けた、啓発誌等を通じた啓発活動及び講座等の実施 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

実施 実施     
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 Ⅳ あらゆる分野・世代における男女平等参画の推進 

市政に関する政策検討の場である市の行政委員会・審議会等に、女性を積極的に登用

し、幅広い市民層から多様な意見を聴くことは、市の施策に反映していく上で大変重要

です。また、市が仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を率先して推進し、

市内の関係機関や団体等に呼びかけをする等、啓発を進めます。 

 

男女平等参画指標：市の行政委員会・審議会等における女性委員の割合 

項目 
計画策定時 

（平成 22年） 

前期目標値 

（平成 26年） 

前期実績値 

（平成 26年） 

中期目標値 

（平成 30年） 

目標値 

（平成 34年） 

市の行政委員

会・審議会等

における女性

委員の割合 

３８．８％ ４２．０％ ３６．１％ ４６．０％ ５０．０％ 

 

男女平等参画指標：仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という 

         言葉を見聞きしたことのある人と内容も知っている人の割合 

項目 
計画策定時 

（平成 22年） 

前期目標値 

（平成 26年） 

前期実績値 

（平成 26年） 

中期目標値 

（平成 30年） 

目標値 

（平成 34年） 

言葉を見聞き

したことのあ

る人の割合 

４７．０％ ５０．０％ ６５．７％ ７０．０％ ７５．０％ 

内容も知って

いる人の割合 

（※） 

― ― ３３．４％ ４０．０％ ４５．０％ 

   （※）平成 26年度の「男女平等に関する意識調査」から、国の調査項目に合わせて、新たに「内容も知 

      っている人」の割合を指標に加えることになった。 

 

１ 政策形成過程への女性の参画推進 

   平成 26 年度における市の行政委員会・審議会等の女性比率は、36.1％です。市では、

市民公募委員を登用する際に、「市民会議、審議会等の設置及び委員の選任に関する基準」

に基づき、男女の構成の均衡を図るよう努めていきます。 

 

（１）行政委員会・審議会等における男女比率の均衡に向けた取り組みの推進 

事業 担当課 

① 【※推進】行政委員会・審議会等の男女比率の均衡化に向

けた取り組みの実施 

企画経営課 

各主管課 

② 市内関係団体等への女性役員の登用の呼びかけの実施 企画経営課 

各主管課 
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（２）男女平等参画に関わる人財（＊）の活躍推進 

（＊）三鷹市では、通常使われる「人材」ではなく、「財産」「宝」を意味する、「人財」という言葉を使っています。 

事業 担当課 

① 男女平等参画に関わる人財等の情報収集 企画経営課 

② 生涯学習情報システムとの連携による人財紹介等のしくみ

の検討 

企画経営課 

教・生涯学習課 

教・社会教育会館 

 

２ 仕事と家庭・地域生活の調和のとれた社会の実現 

   あらゆる人が、各人のライフサイクルやライフステージに応じて、職場・家庭・地域

等において、いきいきとした生活を送るためには、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）のとれた社会を実現していくことが重要です。市では、市内関連団体や企業

等にもワーク・ライフ・バランスを呼びかけるとともに、庁内においても積極的に進め

ていきます。 

   また、市内企業のワーク・ライフ・バランス等に関する実態調査を行い、事業主、従

業者向けセミナーの開催やモデル事業の実施など、働き方改革を推進していきます。さ

らに、市民のライフスタイルに合わせた起業や共同運営の支援、コミュニティバスのラ

ッピングによる啓発を行うなど、事業主、従業者、市民の三者を視野に入れたワーク・

ライフ・バランスの取り組みを積極的に展開します。 

（１）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発事業等の実施 

事業 担当課 

① 【◎重点】ワーク・ライフ・バランスの啓発誌等を通じ

た定期的な啓発の実施 

企画経営課 

生活経済課 

② 【◎重点】ワーク・ライフ・バランスのための民学産公

協働講座の実施 

企画経営課 

③ 職員の定時退庁等の徹底 職員課 

 

（２）男女比率、活動時間、運営方法等に対する配慮 

① 市内関連団体等への男女比率の均衡に向けた呼びかけの

実施 

企画経営課 

各主管課 

② 多様な市民が参加できるよう、市で実施する会議等の開

催曜日・時間帯等への配慮の要請 

各主管課 
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３ 国際交流・平和活動における男女平等参画の視点の導入 

   現在でも発展途上国、特にアジア・アフリカ諸国では、大勢の人が貧困に苦しんでい

ます。中でも年収 200 万円以下で生活する人々の 70％以上を女性が占めているにもかか

わらず、女性の貧困がメディア等で取り上げられる機会はあまりありません。市では、

女性の人権尊重や国際社会における男女平等参画の課題などを広く啓発していくために、

男女平等参画の視点に立った事業等を実施していくとともに、外国籍市民の声も聴くな

ど、国際化施策の推進と合わせて取り組みを進めます。 

（１）男女平等参画の視点に立った国際・平和関連事業の実施 

 

事業 担当課 

① 男女平等参画の視点に立った国際関連講座の実施 

 

企画経営課 

三鷹国際交流協会 

② 男女平等参画の視点に立った地球市民講座の実施 企画経営課 

 

４ 男女平等参画の視点を取り入れた防災活動の推進 

   1995年の阪神・淡路大震災、そして 2011年の東日本大震災を始めとした各地の地震災

害では多くの犠牲者、被災者が出ました。地震の多い我が国においては、日頃から災害

に対する備えを各個人・家庭・職場・地域等で行っておくことが極めて重要です。市で

は、被災後の活動に女性の視点を導入するだけではなく、日頃からの取り組みにも女性

の視点を導入するなど、積極的な取り組みを進めます。 

（１）男女平等参画の視点を取り入れた防災活動の推進 

事業 担当課 

① 国や都の男女平等参画の視点に立った防災活動等に関する情

報の収集と情報共有の実施 

企画経営課 

防災課 

② 地域防災計画改定時における男女平等参画の視点の反映 防災課 

③ 【※推進】避難所運営マニュアル（注 19）における男女平等参

画の視点の尊重と反映 

防災課 

 

実施時期 

避難所運営マニュアルにおける男女平等参画の視点の尊重と反映 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

充実 充実     

（注 19）避難所運営マニュアル：阪神・淡路大震災における避難所の混乱という教訓のもとに、直接的

には避難所運営に関わる市職員の具体的な行動計画として作成されたもの。なお、平常時から

避難所に関わる人々や組織のネットワーク化を図り、お互いが一体感を持って行動できるよう

な条件づくりを目指し、避難所施設となる各小中学校長、住民協議会、自主防災組織、関係防

災機関等からも意見を聴きながら作成されている。 
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 Ⅴ 就労の場における男女平等参画の推進 

男女雇用機会均等法を始めとする、男女平等参画を実際に進めていく上で重要となる

関連法令等の改正に伴い、法制度の面での整備は進んでいます。市では、関連機関等と

連携を図り情報を共有しながら、市内の事業者等に情報提供を行い、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の実現と併せて啓発に努めていきます。 

 

男女平等参画指標：市職員の管理職に占める女性の割合 

項目 
計画策定時 

（平成 22年） 

前期目標値 

（平成 26年） 

前期実績値 

（平成 26年） 

中期目標値 

（平成 30年） 

目標値 

（平成 34年） 

市職員の管理職に

占める女性の割合 
２１．１％ ２５．０％ ２２．７％ ２５．０％ ３０．０％ 

 

１ 就労の場における男女平等参画の推進 

市内の事業者等に向けて、厚生・労働分野における法制度等の新しい情報を提供する

など、職場における男女平等参画をなお一層呼びかけるとともに、男女の性別に関わら

ず、誰もが仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた生活が送れるよう

理解を求めます。 

また、平成 28 年４月に完全施行される「女性活躍推進法」を視野に入れ、機会を捉え

て市民及び事業者等に女性活躍の推進を呼び掛けます。 

 

（１）男女平等参画関連情報の市内事業者等への提供及び啓発の実施 

事業 担当課 

① 法改正情報、厚生労働分野における新しい情報の市内事業者

に向けた提供 

生活経済課 

② 被雇用者に対する就労に関する情報提供及び相談体制の充

実 

生活経済課 

③ 市内事業者等に向けたワーク・ライフ・バランスの啓発誌等

を通じた啓発活動の実施 

企画経営課 

生活経済課 

 

（２）女性の職業生活における活躍の推進 

① 女性活躍推進に向けた市民・事業者等への情報提供 企画経営課 

生活経済課 
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２ 市の率先行動 

市は、市内における男女平等参画施策の推進主体であると同時に、市役所自体が一つ

の事業所でもあります。市民や市内事業者に対して、男女平等参画施策の推進協力をす

るにあたっては、まず市役所自体がリーダーシップを取り、率先して取り組みを進めて

いくことは大変重要です。市では、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の

実現とあわせて、職場における男女平等参画施策の推進を図っていきます。 

また、平成 28 年４月１日に完全施行される「女性活躍推進法」に基づく「特定事業主

行動計画」（注 20）を策定し、市職員の職業生活における活躍を推進していくと同時に、こ

れらの計画の取り組み状況を公表していきます。 

 

（１）「特定事業主行動計画」策定による全ての職員の活躍推進 

事業 担当課 

① 「女性活躍推進法に基づく三鷹市特定事業主行動計画 前期

計画」の達成に向けた取り組みの実施 

職員課 

関係各課 

 

（２）積極的改善措置（ポジティブ・アクション）（＊）の実施 

（＊）自らの意思によって社会のあらゆる分野での活動に参画する機会において、男女間の格差を改善するため、必要

な範囲内で男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。例として、国や地

方公共団体の委員会・審議会等における委員への女性の登用のための目標設定などがあげられる。 

① 管理職に占める女性の割合の拡大に向けた取り組みの推進 職員課 

 

（３）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みの実施 

① 男性職員の育児休業等取得の推進 職員課 

② 市職員の超過勤務時間削減に向けた取り組みの実施 職員課 

③ 市職員の有給休暇等取得率増加に向けた取り組みの実施 職員課 

 

（４）男女平等参画意識を醸成する啓発活動の実施 

① 男女平等参画意識を醸成する定期的な職員研修の実施 職員課 

 

（５）多様な働き方の推進 

① 多様な働き方に基づく多様な人財を活かした組織づくりの推

進（ダイバーシティ＆インクルージョン）（＊） 

（＊）Diversity and Inclusion（多様性の受容）をいう。組織における人材の多様性とい

う意味にとどまらず、性別や国籍、年齢などに関わらず、一人ひとりが持つ違いを受け入

れ、それぞれを価値として認め、多様な個性として活かす考え方。現在では、民間企業を

中心に、企業戦略としての組織改革の一環として研究・導入が進められている。 

企画経営課 

職員課 
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３ 多様な働き方を推進するための支援 

インターネット等のＩＣＴ（注 21）技術の急速な進歩により、技術的には誰でも、いつ

でも、どこでも情報の検索・共有・発信等が容易にできる時代になりました。市では、

ＩＣＴ技術を最大限に活用し、女性の就職・再就職に向けた能力・技術の習得や、社会

的な貢献だけでなく自己実現にもつながる起業等を関係機関等と連携しながら支援しま

す。また、男女がともに家庭、職場、そして地域で仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の実現を図ることは、男女平等参画社会の実現につながることから、さまざ

まな支援体制の充実を積極的に図っていきます。 

 

（１）積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進 

事業 担当課 

① 講座等を通じた就職・再就職に向けたＩＣＴ技術等

の能力・技術の習得支援の実施 

生活経済課 

（まちづくり三鷹） 

企画経営課 

（ネットワーク大学） 

② 講座等を通じた地域における起業支援の実施 生活経済課 

（まちづくり三鷹） 

企画経営課 

（ネットワーク大学） 

③ 都等の関係機関との連携による情報共有及び講座等

の実施 

生活経済課 

④ 市内で主に活動するＮＰＯ、ＮＧＯに対する情報提

供等の支援の実施 

コミュニティ文化課 

（市民協働センター） 

 

（２）男女平等参画意識を促す啓発活動の実施 

① 男女平等参画意識を促す定期的な啓発活動の実施 企画経営課 

職員課 

生活経済課 

 

（注 20）「特定事業主行動計画」：女性活躍推進法（平成 28年 4月 1日完全施行）に基づき、各自治体が

事業主（雇用主）の立場として女性職員の活躍のために作成する計画。 

（注 21）ICT：Information and Communication Technology（情報や通信に関する技術の総称）を指し、

IT（Information Technology）とほぼ同義で使用されることが多い。総務省では、情報通信に

関する政策は、ICT政策として統一して使用している。 
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 Ⅵ 生涯を通じた男女の健康づくり支援 

男女がともに生涯を通じて健康の保持と増進に努め、いきいきと日常生活を送れるため

に、市ではさまざまな支援をしていく必要があります。特に女性は妊娠や出産といった生

殖機能を有し、男性と異なる健康上の問題に直面することから、女性の生涯を通じた健康

と権利が重要な人権の一つであるという認識のもと、妊婦健康診査や子宮頸がんの予防接

種など、女性が各人のライフスタイルやライフステージに応じて、多様で自立した生き方

を選択できる基礎となる健康づくり支援を進めていきます。 

 

１ 男女の生涯を通じた健康支援 

男女の性別を問わず、一人ひとりが健康で文化的な生活を送ることは、個人が日頃か

ら主体的に取り組むべき課題ですが、男女が相互の身体上の特性を十分に理解するとと

もに、女性の生涯を通じた健康と権利が、女性の重要な人権の一つであると理解し尊重

する意識を育むことも重要です。市では、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生

殖に関する健康と権利）」（＊）の視点をもって啓発等を図るとともに、健康に関する啓発

事業及び健康増進を支援する施策を、健康福祉総合計画 2022に基づき、実施します。 

また、三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に合わせ、三鷹市総合保健センター

が移転することに伴い、同施設を核とした総合的な健康増進事業を展開します。 

（＊）： 1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議で国際的承認を得た考え方で、女性が身体的・精神的・社会的

な健康を維持し、子どもを産むかどうか、いつ産むか、どれくらいの間隔で産むかなどについて選択し、自ら決定す

る権利のこと。 

 

（１）男女の生涯を通じた健康支援 

事業 担当課 

① 健康福祉総合計画 2022 の第５の３「健康づくりの推進」に

基づいた総合的な計画の推進 

健康推進課 

 

（２）母子保健・医療等の推進 

① 健康福祉総合計画 2022 の第５の５「母子保健・医療等の推

進」に基づいた総合的な計画の推進 

健康推進課 

 

（３）三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う男女の健康づくりの推進 

① 三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う男女の健康

づくり事業の実施 

健康推進課 
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 Ⅶ 男女平等参画を支える社会づくり 

平成 26年度の我が国の総人口（１億 2708万人）に対する 65歳以上の高齢者人口（3,300

万人）の割合は、26.0％と過去最高の割合を示しており、この割合は年々上昇し、2060

年には 39.9％に達することが見込まれています。このような急速な高齢社会への移行に

伴い、家族や地域社会のあり方も急速に変化してきています。特に子育てと介護は、こ

れまでその多くの役割を女性が担ってきましたが、男性も子育てや介護に積極的に関わ

ることができる社会づくりが重要です。また、地域で暮らす人々が、互いに助け合える

関係を築き、温もりのある地域社会を実現する「コミュニティ創生」に向けた共助の仕

組み作りが求められています。市では、男女がともにそれぞれの家庭・職場・地域等で、

ライフスタイルやライフステージに応じた多様な生き方を選択できるように、啓発と各

事業の推進を図ります。 

 

１ 子育て支援の充実 

子どもの健康と安全を守り、安心して保育・教育サービスが受けられるようにするこ

とは、今では子育てをしている家庭だけの課題ではなく、社会全体の課題だといえます。

そのためには、子どもの成長を地域全体で見守り、支えていくという視点とともに、子

どもを虐待から守るという視点も重要になってきます。市では、「子ども・子育て支援事

業計画」に基づき、子育て支援の充実に努めます。 

 

（１）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った子育て支援の実施 

事業 担当課 

① 「子ども・子育て支援事業計画」第５部「仕事と子育てとの

両立の支援」に基づいた総合的な計画の推進 

子ども育成課 

 

２ 介護保険事業の充実 

平成 12 年に創設された介護保険制度も 15 年を経過し、介護サービスの利用者も着実

に増えてきています。高齢者とその家族が、一定の公的な介護サービスを受けながら、

家庭における介護負担が一方の性に特に偏ることなく、男女がともに介護に取り組む意

識を持つことは、大変重要な課題となってきています。市では、介護における虐待防止

に努めつつ、「健康福祉総合計画 2022」に基づき、総合的かつきめ細かな施策・事業の

推進に努めていきます。 

 

（１）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った介護保険事業の実施 

事業 担当課 

①  「健康福祉総合計画 2022」の第２の２「高齢者福祉の充実」

に基づいた総合的な計画の推進 

高齢者支援課 
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３ 高齢者・障がい者・ひとり親家庭への支援 

高齢者や障がい者等すべての市民にとって、身近なふれあいのある地域で、安全で安

心していきいきと自立した生活を送ることは、大変重要なことです。市では、高齢者や

障がい者等の虐待防止に努めつつ、「健康福祉総合計画 2022」及び「子ども・子育て支

援事業計画」に基づき、総合的かつきめ細かな施策・事業の推進に努めていきます。 

（１）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った高齢者支援の実施 

事業 担当課 

①  「健康福祉総合計画 2022」の第２の２「高齢者福祉の充実」

に基づいた総合的な計画の推進 

高齢者支援課 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立った障がい者支援の実施 

① 「健康福祉総合計画 2022」の第２の３「障がい者福祉の推

進」に基づいた総合的な計画の推進 

障がい者支援課 

 

（３）ワーク・ライフ・バランスと男女平等参画の視点に立ったひとり親家庭支援の実施 

① 「子ども・子育て支援事業計画」第６部「特別な支援を必要

とする子どもや家庭への支援の推進」に基づいた総合的な計画

の推進 

子ども育成課 
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 Ⅷ 推進体制の整備 

この計画を推進していく主体は市ですが、男女平等参画社会の実現を図るためには、

市民及び事業者等との協働で進めていくことが不可欠です。また、この計画を着実に推

進し、実効性を高めていくための取り組みとして、定期的な点検や評価を行い、そこか

ら施策・事業にフィードバックしていくしくみ作りが重要です。市では、市政全般に渡

る男女平等参画施策を総合的に推進するために、庁内関係各課等が連携した取り組みを

進めます。 

 

男女平等参画指標： 女性交流室の利用率 

項目 
計画策定時 

（平成 22年） 

前期目標値 

（平成 26年） 

前期実績値 

（平成 26年） 

中期目標値 

（平成30年） 

目標値 

（平成34年） 

女性交流室

の利用率 
１７．４％ ３０．０％ ３５．１％ ４０．０％ ５０．０％ 

 

１ 女性センター機能（注 22）の充実とさらなる活性化の検討 

市では、男女平等参画に関する市民の自主的な活動と交流を行うための施設として、

中央通りタウンプラザ（注 23）４階に女性交流室を設置しています。女性交流室は、男女

平等参画施策に関連する資料が閲覧できるだけでなく、貸会議室としても利用されてい

ます。また、各種相談窓口の紹介や一定の情報提供を行う男女平等参画情報提供コーナ

ーを市の男女平等参画施策担当窓口に設置しています。今後はさらに、三鷹中央防災公

園・元気創造プラザの開設に伴い設置が予定されている、生涯学習センターと連携し、

女性センター機能の充実と活性化を図ります。 

（１）女性センター機能の充実とさらなる活性化の検討 

事業 担当課 

① 【※推進】女性交流室登録団体との定期的な連絡会の

開催 

企画経営課 

② 広報誌等を通じた女性交流室の更なる利用促進に向け

た啓発 

企画経営課 

③ 市内公共施設における男女平等参画に関する資料の市

民向け提供の実施 

企画経営課 

コミュニティ文化課 

（市民協働センター） 

社会教育会館 

図書館 
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（２）三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う生涯学習センターとの連携 

事業 担当課 

① 三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う男女

平等参画に係る生涯学習機能の充実 

企画経営課 

生涯学習課 

社会教育会館 

 

実施時期 

女性交流室登録団体との定期的な連絡会の開催 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

実施 実施     

 

２ 推進体制の整備 

この行動計画を推進し、男女平等参画社会を実現するためには、市がリーダーシップ

を取りつつ、市民及び市内事業者等と協働で進めていくことが重要です。市では、定期

的な点検・評価・公表・フィードバック・施策への反映を行うことで、実効性のある計

画になるよう努めます。 

（１）男女平等参画審議会の利活用 

事業 担当課 

① 【◎重点】男女平等参画審議会への行動計画の進捗状況

の定期的な報告と審議会からの施策・事業等へのフィード

バック 

企画経営課 

 

（２）庁内における推進連絡会議の定期的な開催 

① 【※推進】庁内における推進連絡会議の定期的な開催と

情報共有の実施 

企画経営課 

 

（３）市民・市民団体等との協働による推進 

① 関係団体等との連携・協力の推進 企画経営課 

 

（４）国・東京都への要望 

① 機会を捉えての国や都への要望 企画経営課 
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実施時期 

男女平等参画審議会への行動計画の進捗状況の定期的な報告と審議会からの施

策・事業等へのフィードバック 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

実施 実施     

 

実施時期 

庁内における推進連絡会議の定期的な開催と情報共有の実施 

計画期間（平成 34 年）の

目標 

中 期 後 期 

（31～34） 27 28 29 30 

実施 実施     

 

（注 22）女性センター機能：「女性センター」は、国や自治体で設置している、男女平等参画を推進して

いくための活動拠点としての施設のことで、他に「男女平等推進センター」や「男女平等参画

センター」等の呼び方がある。市の「女性交流室」、国の「国立女性教育会館」、都の「東京ウ

ィメンズプラザ」がそれぞれ「女性センター」に該当する。女性センターにおける「機能」と

しては、（１）情報収集、（２）学習、（３）相談、（４）調査研究、（５）交流が主に上げられる。 

（注 23）中央通りタウンプラザ：下連雀３丁目にある市の複合施設。１階には店舗、２階には保育園、

３階には子ども家庭支援センター、４階には国際交流協会及び女性交流室が入っており、５～

８階は住宅部分となっている。 
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第２部 参考資料 

 

１ 用語索引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P．４１ 

２ 男女共同参画社会基本法・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P．４３ 

３ 東京都男女平等参画基本条例・・・・・・・・・・・・・・・・ P．５１ 

４ 三鷹市女性憲章・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P．５５ 

５ 三鷹市男女平等参画条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P．５６ 

６ 三鷹市仕事と生活の調和推進宣言・・・・・・・・・・・・・・ P．６１ 

７ 第４次三鷹市基本計画（第１次改定）（抜粋）・・・・・・・・・ 

    第１部―第３ 男女平等参画社会の実現 

 

P．６２ 

８ 「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」策定の経過・・・ P．７０ 

９ 「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」第１次改定の経過 P．７２ 
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用語索引 

 

【アルファベット順】 

CAP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

DV（配偶者等からの暴力（注 1）を参照）・・・・・・・・・・・・・ 

ICT（注 21）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

P．２３ 

P． ５  

P．３３ 

 

【五十音順】 

コーヒー入れて（注 15）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

固定的性別役割分担意識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

子ども家庭支援ネットワーク（注 2）・・・・・・・・・・・・・・・ 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）（注４）・・・・・・・ 

仕事と生活の調和推進宣言（ワーク・ライフ・バランス宣言）（全文）・・・ 

女性活躍推進法（注 8）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

女性憲章（全文）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

女性交流室（注 7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

女性センター機能（注 22）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

女性のためのこころの相談（注 12）・・・・・・・・・・・・・・・・ 

人権としての性（注 18）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

推進連絡会議（注６）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）・・ 

性の商品化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）（注３）・・・・・・・・・・ 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）・・・・・・・・・・・・ 

総合オンブズマン制度（注９）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ダイバーシティ＆インクルージョン・・・・・・・・・・・・・・・・ 

男女共同参画社会基本法（全文）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

男女共同参画週間（注 16）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

男女混合名簿（注 17）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

男女平等参画講座（注 13）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

男女平等参画条例（全文）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

男女平等参画相談員制度（注 11）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

男女平等参画のための三鷹市民フォーラム（注 14）・・・・・・・・・ 

中央通りタウンプラザ（注 23）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

東京都男女平等参画基本条例（全文）・・・・・・・・・・・・・・・ 

P．２２ 

P．２１ 

P． ５ 

P． ５ 

P．６１ 

P．１８ 

P．５５ 

P． ６  

P．３７ 

P．１９ 

P．２２ 

P． ６  

P．３４ 

P．２３ 

P． ５ 

P．３２ 

P．１９ 

P．３２ 

P．４３ 

P．２２ 

P．２２ 

P．２１ 

P．５６ 

P．１９ 

P．２２ 

P．３７ 

P．５１ 
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特定事業主行動計画（注 20）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ドメスティック・バイオレンス（配偶者等からの暴力（注１）を参照）・・・ 

配偶者等からの暴力（DV：ドメスティック・バイオレンス）（注１）・・・ 

避難所運営マニュアル（注 19）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

保育園待機児童数（注５）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置を参照）・・・・・・・・・ 

メディア・リテラシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利を

参照）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和（注４）を参照）・・・ 

P．３２ 

P． ５  

P． ５  

P．３０ 

P． ６  

P．３２ 

P．２２ 

 

P．３４ 

P． ５ 
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男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号 

目次  

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則  

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の

実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変

化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実

現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決

定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、

将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる

豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関

し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男

女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女

http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#0
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#1
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#2
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#3
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#4
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が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必

要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。  

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男

女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が

確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければなら

ない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別に

よる固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でな

い影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあ

ることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対し

て及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは

地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参

画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援

の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員とし

ての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにするこ

とを旨として、行われなければならない。  

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有し

ていることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければ

ならない。  

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理

念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有

する。  

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、
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国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本

理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な

法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じよ

うとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、こ

れを国会に提出しなければならない。  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共

同参画基本計画」という。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を

作成し、閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共

同参画基本計画を公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府

県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
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一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該

市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的

な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければなら

ない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を

定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ

る施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけれ

ばならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解

を深めるよう適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女

共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために

必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する

要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を

講じなければならない。  

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に

関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な

調査研究を推進するように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府

又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協

力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情

報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

第三章 男女共同参画会議  



 

- 47 - 

 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共

同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣

総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監

視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大

臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはな

らない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議

員の総数の十分の四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係

行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説

明その他必要な協力を求めることができる。 
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２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規

定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議

に関し必要な事項は、政令で定める。  

附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号）抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号）抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施

行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。  

（施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並び

に第三十条の規定 公布の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機

関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該

会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に

満了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要とな

る経過措置は、別に法律で定める。  

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

  （以下略） 
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男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議 

 

平成１１年５月２１日 参議院総務委員会 

 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

 

一 政策等の立案及び決定への共同参画は、男女共同参画社会の形成に当たり不可欠の

ものであることにかんがみ、その実態を踏まえ、国及び地方公共団体において、積極

的改 善措置の積極的活用も図ることにより、その着実な進展を図ること。 

一 家庭生活における活動と他の活動の両立については、ＩＬＯ第１５６号条約の趣旨

に沿い、家庭生活と職業生活の両立の重要性に留意しつつ、両立のための環境整備を

早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介護については、社会も共に担うと

いう認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、現行の法制度に

ついても広範にわたり検討を加えるとともに、施策の実施に必要な法制上又は財政上

の措 置を適宣適切に講ずること。 

一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないもので

あることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り

組むこと。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進については、男女共同参画会議

の調査及び監視機能が十全に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、体制を

充実させること。 

一 本法の基本理念に対する国民の理解を深めるために、教育活動及び広報活動等の措

置を積極的に講じること。 

一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会を形成する責務を自覚するよ

う適切な指導を行うこと。 

一 苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者救済のための措置について

は、オンブズパーソン的機能を含めて検討し、苦情処理及び被害者救済の実効性を確

保できる制度とすること。 

一 男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、女子差別撤廃条約その

他我が国が締結している国際約束を誠実に履行するため必要な措置を講ずるととも

に、男女共同参画の視点に立った国際協力の一層の推進に努めること。 

 

右決議する。 
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男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議 

 

平成１１年６月１１日 衆議院内閣委員会 

 

政府は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。 

 

一 家庭生活における活動と他の活動の両立については、ＩＬＯ第１５６号条約の趣旨

に沿い、両立のための環境整備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介

護について は、社会も共に責任を担うという認識に立って、その社会的支援の充実

強化を図ること。 

一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないもので

あることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り

組むこと。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、性別によるあら

ゆる差別をなくすよう、現行の諸制度についても検討を加えるとともに、施策の実施

に必要な 法政上又は財政上の措置を適切に講ずること。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進に当たっては、その施策の推進

体制における調査及び監視機能が十分に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含

め、 その体制の整備の強化を図ること。 

一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する責務を有す

ることを自覚して、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図るよう、

適切な 指導を行うこと。 

一 男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦

情の処理及び被害者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めるこ

と。 
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東京都男女平等参画基本条例 

 

目次  
  

前文  

 第一章 総則（第一条―第七条）  

 第二章 基本的施策（第八条―第十一条）  

 第三章 男女平等参画の促進（第十二条・第十三条）  

 第四章 性別による権利侵害の禁止（第十四条）  

 第五章 東京都男女平等参画審議会（第十五条―第十九条）  

 附則  

 

 男性と女性は、人として平等な存在である。男女は、互いの違いを認めつつ、個人の

人権を尊重しなければならない。  

 

 東京都は、男女平等施策について、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に推

進してきた。長年の取組により男女平等は前進してきているものの、今なお一方の性に

偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存在している。  

 

 本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力ある都市として発展するためには、

家庭生活においても、社会生活においても、男女を問わず一人一人に、その個性と能力

を十分に発揮する機会が確保されていることが重要である。男女が社会の対等な構成員

として社会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、真に調和のとれた豊かな

社会が形成されるのである。  

 

 すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であら

ゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現を目指し、ここに、

この条例を制定する。  

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この条例は、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに東京都（以下「都」

という。）、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、都の施策の基本的事項を

定めることにより、男女平等参画の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「男

女平等参画施策」という。）を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等参画社会を

実現することを目的とする。  
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（定義）  

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。  

一 男女平等参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、及び一人一

人にその個性と能力を発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会

のあらゆる分野における活動に共に参画し、責任を分かち合うことをいう。  

二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について

の男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対

し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活

の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利

益を与えることをいう。  

（基本理念）  

第三条 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社会を基本理念として促進されなけ

ればならない。  

一 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会  

二 男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割

を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することが

できる社会  

三 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び政治、経済、

地域その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社

会  

（都の責務）  

第四条 都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

２ 都は、男女平等参画施策を推進するに当たり、都民、事業者、国及び区市町村（特

別区及び市町村をいう。以下同じ。）と相互に連携と協力を図ることができるよう努

めるものとする。  

（都民の責務）  

第五条 都民は、男女平等参画社会について理解を深め、男女平等参画の促進に努めな

ければならない。  

２ 都民は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。  

（事業者の責務）  

第六条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。 

２ 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。  

（都民等の申出）  
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第七条 都民及び事業者は、男女平等参画を阻害すると認められること又は男女平等参

画に必要と認められることがあるときは、知事に申し出ることができる。  

２ 知事は、前項の申出を受けたときは、男女平等参画に資するよう適切に対応するも

のとする。  

    

第二章 基本的施策  

（行動計画）  

第八条 知事は、男女平等参画の促進に関する都の施策並びに都民及び事業者の取組を

総合的かつ計画的に推進するための行動計画（以下「行動計画」という。）を策定する

ものとする。  

２ 知事は、行動計画を策定するに当たっては、都民及び事業者の意見を反映すること

ができるよう、適切な措置をとるものとする。  

３ 知事は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ東京都男女平等参画審議会

及び区市町村の長の意見を聴かなければならない。  

４ 知事は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

５ 前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。  

（情報の収集及び分析）  

第九条 都は、男女平等参画施策を効果的に推進していくため、男女平等参画に関する

情報の収集及び分析を行うものとする。  

（普及広報）  

第十条 都は、都民及び事業者の男女平等参画社会についての理解を促進するために必

要な普及広報活動に努めるものとする。  

（年次報告）  

第十一条 知事は、男女平等参画施策の総合的な推進に資するため、男女平等参画の状

況、男女平等参画施策の実施状況等について、年次報告を作成し、公表するものとする。  

 

第三章 男女平等参画の促進  

（決定過程への参画の促進に向けた支援）  

第十二条 都は、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の

決定過程への男女平等参画を促進するための活動に対して、情報の提供その他必要な支

援を行うよう努めるものとする。  

（雇用の分野における男女平等参画の促進）  

第十三条 事業者は、雇用の分野において、男女平等参画を促進する責務を有する。  

２ 知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、事業者に対し、雇用の分野にお

ける男女の参画状況について報告を求めることができる。  

３ 知事は、前項の報告により把握した男女の参画状況について公表するものとする。  



 

- 54 - 

 

４ 知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、助言等を行うことができる。  

 

第四章 性別による権利侵害の禁止  

第十四条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。  

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。  

３ 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力

的行為は、これを行ってはならない。  

 

第五章 東京都男女平等参画審議会  

（設置）  

第十五条 行動計画その他男女平等参画に関する重要事項を調査審議するため、知事の

附属機関として東京都男女平等参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

（組織）  

第十六条 審議会は、知事が任命する委員二十五人以内をもって組織する。  

２ 委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の四割未満とならないように選任しなけ

ればならない。  

（専門委員）  

第十七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くこと

ができる。  

（委員の任期）  

第十八条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。た 

だし、再任を妨げない。  

２ 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。  

（運営事項の委任）  

第十九条 この章に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

知事が定める。   

   附 則 

 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 
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三鷹市女性憲章 

 

わたくしたちは、個人の尊厳と男女平等を基本理念とし、あらゆる分野へ男女が平等

に共同参加し、ともに生きるまちづくりをすすめることによって、平和な社会をつく

ることを願い、この憲章を定めます。 

 

1. 男女平等教育を家庭、学校、社会のすべての分野で推進します。 

2. 男女がともに責任をになう家庭、地域、社会をつくります。 

3. 差別されずに働く権利がすべての女性に保障される社会をつくります。 

4. 母性の保護と健康増進がすべての女性に保障される社会をつくります。 

5. すべての女性が自立して生きることのできる福祉社会をつくります。 

 

昭和 63年１月１日告示第１号 
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三鷹市男女平等参画条例 

 

平成 18年３月 30日条例第２号 

（目的） 

第１条 この条例は、男女平等参画に関し基本理念を定め、三鷹市（以下「市」という。）、

市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女平等参画に関する施策（以下「男

女平等参画施策」という。）を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等参画社会を

実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。 

(２) 事業者等 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営

む団体をいう。 

(３) 男女平等参画 何人も男女の性別にかかわりなく個人として尊重され、一人ひと

りにその個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会のあらゆる分

野における活動に対等な構成員として共に参画し、責任を分かち合うことをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女平等参画の推進は、次の基本理念に基づき取り組まなければならない。 

(１) 市、市民、事業者等が協働して、何人も男女の性別により差別的な取扱いを受け

ず、その人権が尊重される社会を実現すること。 

(２) 社会のあらゆる分野において、何人も男女の性別にかかわらず、対等な構成員と

して個人の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現すること。 

(３) 何人も男女の性別による固定的な役割分担を強制されることなく、自己の意思と

責任による多様な生き方の選択ができる社会を実現すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、総合

的かつ計画的に男女平等参画施策を実施するものとする。 

２ 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら、男女平等参画を推進するもの

とする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念に基づき、男女平等参画の推進に努めるものとする。 

２ 市民は、市が行う男女平等参画施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、その活動を行うに当たって、基本理念に基づき、男女平等参画の

推進に努めるものとする。 
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２ 事業者等は、市が行う男女平等参画施策に協力するよう努めるものとする。 

（市、市民及び事業者等の協働） 

第７条 市、市民及び事業者等は、協働して男女平等参画の推進に努めるものとする。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第８条 何人も男女の性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない。 

２ 何人もセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により当該言動を受けた個人の生

活環境若しくは労働条件を害すること、又は性的な言動を受けた個人の対応により当該

個人に不利益を与えることをいう。）又はドメスティック・バイオレンス（配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13年法律第 31号）第１条第１項に

規定する「配偶者からの暴力」をいう。）等をしてはならない。 

（普及広報） 

第９条 市は、市民及び事業者等の男女平等参画社会についての理解を促進するために

必要な普及広報活動に努めるものとする。 

（市民等の活動に対する支援） 

第 10条 市は、市民及び事業者等による男女平等参画の推進に関する取組を支援する

ために必要な施設の環境整備を行うとともに、資料収集、提供等の必要な支援に努める

ものとする。 

（行動計画） 

第 11条 市長は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に男女平等参画施策を実施す

るため、市の男女平等参画に関する行動計画（以下「行動計画」という。）を策定する。 

２ 市長は、行動計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ第 14条に規定する三

鷹市男女平等参画審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、行動計画を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。 

（年次報告） 

第 12条 市長は、男女平等参画の推進状況を明らかにするため、行動計画に定める施

策の実施状況を公表するものとする。 

（相談員の設置） 

第 13条 市長は、男女平等参画の推進を阻害する人権の侵害に関する市民からの相談

を受けるため、男女平等参画に関する専門の相談員（以下「相談員」という。）を置く。 

２ 相談員は、前項の規定による相談があった場合において必要と認めるときは、当該

相談の関係者から説明を求めること、及び当該関係者に対し是正の要望、助言等を行う

ことを市長に対して意見具申することができる。 

３ 市長は、前項の規定による意見具申があった場合において必要と認めるときは、当

該関係者に対し適切かつ迅速に対応するよう相談員に指示することができる。 

４ 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 
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５ 前各項に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、規則で定める。 

（三鷹市男女平等参画審議会） 

第 14条 男女平等参画を推進するため、市長の附属機関として、三鷹市男女平等参画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ男女平等参画社会の実現に向け、行動計画その他男女

平等参画に関する重要事項を調査審議する。 

３ 審議会は、市長が委嘱する 15人以内をもって組織する。 

４ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の

後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に策定されている三鷹市男女平等行動計画は、第 11条第

１項の規定により策定した行動計画とみなす。 
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三鷹市男女平等参画相談員及び三鷹市男女平等参画審議会に関する規則 

 

平成 18年３月 31日規則第 36号 

改正 

平成 22年３月 31日規則第 24号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三鷹市男女平等参画条例（平成 18 年条例第２号。以下「条例」

という。）第 13 条第５項及び条例第 14 条第５項の規定に基づき、三鷹市男女平等参画

相談員及び三鷹市男女平等参画審議会に関し必要な事項を定めるものとする。 

（男女平等参画相談員） 

第２条 条例第 13条に規定する三鷹市男女平等参画相談員（以下「相談員」という。）

は、２人以内とし、男女平等参画について理解及び識見を有する者のうちから、市長が

委嘱する。 

２ 相談員の任期は、２年とする。 

（男女平等参画審議会） 

第３条 条例第 14条に規定する三鷹市男女平等参画審議会（以下「審議会」という。）

の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 関係団体の構成員 

(３) 関係する公的機関の職員 

(４) 市民（公募による市民を含む。） 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

（会長及び副会長の職務） 

第５条 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

（部会） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。 

（定足数及び表決数） 

第８条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（意見の聴取） 

javascript:OpenResDataWinlnkJyo('418901010002000000MH','418901010002000000MH',%20'47')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('418901010002000000MH','418901010002000000MH',%20'47')
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第９条 会長は、審議に際し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第 10条 審議会の庶務は、企画部企画経営課において行う。 

一部改正〔平成 22年規則 24号〕 

（委任） 

第 11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22年３月 31日規則第 24号） 

１ この規則は、平成 22年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の規定により調製された様

式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができ

る。 
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三鷹市 仕事と生活の調和推進宣言 

 

 少子化対策や次世代育成支援を推進していくためには、地域における仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）が実現できる環境が不可欠です。三鷹市は、「平成 21

年度仕事と生活の調和推進都市」の決定を契機に、基礎自治体の役割を深く認識し、市

民一人ひとりが自らの仕事と生活の調和のあり方を考え、家庭や地域の中で積極的な役

割を果たせるよう、仕事と生活の調和を推進する事業に積極的に取り組むことを宣言し

ます。 

 

 平成 22年３月３日 

三鷹市 
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第４次三鷹市基本計画（第１次改定）（抜粋） 

第１部－第３ 男女平等参画社会の実現 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 

● これまでの取り組みと課題 

 市では、昭和 60 年に「婦人行動計画」、昭和 63 年に「女性憲章」、平成４年に「女性行

動計画」、平成 15 年に「男女平等行動計画」を策定し、男女平等参画施策に取り組んでき

ました。そして平成 18 年に「男女平等参画条例」が制定され、平成 24 年３月に同条例に

基づく行動計画として「男女平等参画に関する三鷹市行動計画 2022」が策定されたことで、

同計画に基づく事業等を展開しています。 

 意識啓発については、平成５年に創刊した「コーヒー入れて」の発行を続けるとともに、

「男女平等参画のためのみたか市民フォーラム」や「男女平等参画講座」、「ワーク・ライ

フ・バランスのための民学産公協働講座」などを実施しています。今後は、配偶者等から

の暴力防止、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についての啓発に市が率先

して取り組むとともに、男女平等施策を推進するための女性センター機能の充実やカウン

セラー、男女平等参画相談員等による相談体制の充実が課題といえます。 

● 施策の方向 

 性別に関わらず個人としてだれもが尊重され、一人ひとりの個性と能力が十分に発揮で

きる男女平等参画社会の実現は、女性だけでなく、男性にとっても生きやすい社会をつく

ることにつながる重要な課題です。 

第４次基本計画と同時に改定を行う「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の推

進にあたっては、男女平等参画審議会における諮問答申や庁内関係部署との連携を図りつ

つ、市内外の関係機関・関連団体と協働で事業を展開します。 

 また、一人ひとりの生き方や働き方を尊重しながら、仕事・家庭・地域生活の調和と好

循環をめざし、市民・事業者等のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを進

めます。 

 さらに、配偶者等からの暴力（DV：ドメスティック・バイオレンス）やセクハラ（注１）

やマタハラ（注２）をはじめとする各種ハラスメント（嫌がらせ）は人権侵害であると十

分に認識し、あらゆる暴力の根絶に努めます。また、「三鷹市配偶者等暴力対策基本計画」

を策定し、暴力防止と被害者支援を推進します。 

 

（注１）セクハラ：セクシュアル・ハラスメントの略で、性的いやがらせ、特に、職場や学校などで行わ

れる性的・差別的な言動をいう。 
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（注２）マタハラ：マタニティ・ハラスメントの略で、働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・

肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止めで不利益を被ったりするなどの不

当な扱いを意味する言葉。 

 

Ⅱ まちづくり指標 

 

行  政  指  標 
計画策定時の状況

（平成 22 年度） 

前期実績値 

（平成 26 年度） 

中期目標値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（平成 34 年度） 

市の行政委員会・審議会等におけ

る女性委員の割合 
38.8％ 36.1％ 46％ 50％ 

市の行政委員会・審議会等の委員全体に占める女性委員の割合です。平成 18 年３月に定めた「市民会議、審

議会等の設置及び委員の選任に関する基準」に基づき、また、男女平等参画条例の趣旨を踏まえ、男女比率の

均衡が図られるよう、積極的な格差是正をめざします。 

 

 

 

Ⅲ 施策展開における協働と役割分担 

 

● 市民、事業者・関係団体等の役割 

・ 市民は、男女平等参画に関する啓発を通じて、男女平等参画社会の実現が日本の社会

全体において必要であるとの認識を深めます。 

・ 事業者・関係団体等は、職場・地域・学校等における性別による差別がなくなるよう

に努めます。 

・ 市民、事業者・関係団体等は、配偶者等からの暴力や各種ハラスメントの未然防止に

努めます。 

● 市の役割 

・ 市は、男女平等参画に関する意識啓発事業を実施します。 

・ 市は、配偶者等からの暴力や各種ハラスメントに対し、専門家、国や東京都の関係団

体、市の関係部署と連携を図りながら、未然防止と被害者支援の推進を図ります。 

・ 市は、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発に取り組みます。 

・ 市は、行動計画の進捗状況を毎年度把握し、男女平等参画審議会に報告し、意見等を

いただきながら、施策へのフィードバックに努めます。 

・ 市は、市内の男女平等参画を進める団体に対して、情報提供を行います。 

・ 市は、市内の男女平等参画を進めるための女性センター機能の充実とさらなる活性化

に努めます。 

・ 市は、市の審議会等の男女比率の均衡に努めます。 
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Ⅳ 施策・主な事業の体系 

 ◎：主要事業 ※：推進事業 

１ 条例・計画の推進 

（１）「男女平等参画条例」の普及・

啓発 

※ ①「男女平等参画条例」の普及・啓発に向けた取り組み

の推進 

（２）「男女平等参画のための三鷹

市行動計画2022」の改定と推進 

◎ ①「男女平等参画のための三鷹市行動計画2022」の改定

と推進 

（３）「配偶者等暴力対策基本計画」

の策定と推進 

◎ ①「配偶者等暴力対策基本計画」の策定と推進 

（４）「女性活躍推進計画（仮称）」

の策定に向けた検討 

 ①「女性活躍推進計画（仮称）」の策定に向けた検討 

 

２ 相談体制の充実 

（１）男女平等参画相談員制度の活

用 

 ①男女平等参画相談員制度の活用 

（２）女性のためのこころの相談の

活用 

 ①女性のためのこころの相談の活用 

（３）相談体制の充実のための連携

体制の強化 

※ ①相談体制の充実のための連携体制の強化 

 

３ 人権の尊重とあらゆる暴力の根絶 

（１）人権尊重の視点に立った男女

平等意識の醸成 

 ①固定的性別役割分担意識に基づく制度・慣行等の見直

しと男女平等意識の醸成 

 ②男女平等教育等の充実 

 ③教職員等の意識改革の推進 

（２）人権としての性の尊重  ①人権としての性の尊重の普及・啓発 

 ②性の商品化への主体的で適切な判断力と批判力の形成 

 ③性同一性障害などの理解と尊重 

（３）配偶者等からの暴力（DV：ド

メスティック・バイオレンス）と各

種ハラスメント（セクハラ・マタハ

ラ等）の未然防止と被害者支援の推

進 

◎ ①ＤＶ・各種ハラスメントの未然防止と相談体制の充実 

◎ ②DV・各種ハラスメントを容認しない社会をめざした啓

発事業等の実施 

 ③ＤＶ等被害者の安全確保と自立支援 

 ④推進体制の構築と関係機関との連携 
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４ あらゆる分野・世代における男女平等参画の推進 

（１）政策形成過程への女性の参画

推進 

※ ①行政委員会・審議会等における男女比率の均衡に向

けた取り組みの推進 

 ②男女平等参画に関わる人財の活躍推進 

（２）仕事と家庭・地域生活の調和

のとれた社会の実現 

◎ ①ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発事業

等の実施 

 ②男女比率、活動時間、運営方法等に対する配慮 

（３）国際交流・平和活動における

男女平等参画の視点の導入 

 ①男女平等参画の視点に立った国際・平和関連事業の

実施 

（４）男女平等参画の視点を取り入

れた防災活動の推進 

※ ①男女平等参画の視点を取り入れた防災活動の推進 

 

５ 就労の場における男女平等参画の推進 

（１）就労の場における男女平等参

画の推進 

 ①男女平等参画関連情報の市内事業者等への提供及び

啓発の実施 

 ②女性の職業生活における活躍の推進 

（２）市の率先行動  ①「特定事業主行動計画」策定による全ての職員の活

躍推進 

 ②積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の実施 

 ③ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組み

の実施 

 ④男女平等参画意識を醸成する啓発活動の実施 

 ⑤多様な働き方の推進 

（３）多様な働き方を推進するため

の支援 

 ①積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進 

 ②男女平等参画意識を促す啓発活動の実施 

 

６ 生涯を通じた男女の健康づくり支援 

（１）男女の生涯を通じた健康支援  ①男女の生涯を通じた健康支援 

 ②母と子の健康づくりの推進 

（「第６部-第２ 子育て支援の充実」参照） 

 ③三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う男

女の健康づくり事業の推進 
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７ 男女平等参画を支える社会づくり 

（１）子育て支援の充実  ①地域のすべての子育て家庭の支援 

（「第６部-第２ 子育て支援の充実」参照） 

（２）介護保険事業の充実  ①介護保険制度の円滑な運営 

（「第５部-第２ 高齢者福祉の充実」参照） 

（３）高齢者・障がい者・ひとり親

家庭への支援 

 ①在宅生活の支援・推進 

（「第５部-第２ 高齢者福祉の充実」参照） 

 ②地域における自立生活の支援 

（「第５部-第３ 障がい者福祉の充実」参照）  

 ③ひとり親家庭の支援 

（「第６部-第２ 子育て支援の充実」参照）  

 

８ 推進体制の整備 

（１）女性センター機能の充実とさ

らなる活性化の検討 

※ ①女性センター機能の充実とさらなる活性化の検討 

 ②三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に伴う生

涯学習センターとの連携 

（２）推進体制の整備 ◎ ①男女平等参画審議会の開催 

※ ②男女平等行動計画推進連絡会の定期的な開催 

 ③市民・市民団体等との協働による推進 

  ④国・東京都への要望 

 

Ⅴ 主要事業 

 

１－（２）－① 「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の改定と推進 

１－（３）－① 「配偶者等暴力対策基本計画」の策定と推進 

８－（２）－① 男女平等参画審議会の開催 

男女平等参画条例の基本理念と目的に基づき、総合的かつ計画的に男女平等参画施策を

進めるための行動計画を、平成 27 年度に改定し、市、市民及び事業者等と協働で推進しま

す。改定にあわせて、新たに「配偶者等暴力対策基本計画」を策定し、行動計画に包含し

ます。また、男女平等参画条例に基づき設置された男女平等参画審議会を積極的に開催し、

専門家や市民の立場からの意見・助言を取り入れていきます。 

 

 

 

 



 

- 67 - 

 

 
計画期間 

(平成 34 年)の目標 

前期達成状況 

（26 年度末） 

中 期 
後期（31～34） 

27 28 29 30 

「男女平等参画のた

めの三鷹市行動計画

2022」の改定と推進 

改定、推進 推進 改
定 

推
進 

   

「三鷹市配偶者等暴

力対策基本計画」の

策定と推進 

推進 ― 
策
定 

推
進 

   

 

３－（３）－① ＤＶ・各種ハラスメントの未然防止と相談体制の充実 

３－（３）－② DV・各種ハラスメントを容認しない風土づくりをめざした啓発事業等の

実施 

配偶者等からの暴力やセクハラ等は、身体的な暴力だけでなく、言葉による精神的な暴

力等も含め人権侵害です。市民・事業者等に対し、暴力防止・人権侵害防止に向けた意識

啓発を図るとともに、DV・各種ハラスメントの防止のための相談体制を充実させます。ま

た、DV・各種ハラスメントを容認しない社会をめざします。 

 
計画期間 

(平成 34 年)の目標 

前期達成状況 

（26 年度末） 

中 期 
後期（31～34） 

27 28 29 30 

ＤＶ・各種ハラスメ

ントの未然防止と相

談体制の充実 

推進 ― 
推
進 

    

DV・セクハラ等を容

認しない風土づくり

をめざした啓発事業

の実施 

推進 ― 
推
進 

    

 

４－（２）－① ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発事業等の実施 

一人ひとりの生活が多様化する中で、性別や年齢などにかかわりなく、個人のライフス

テージに応じて、学校・職場・家庭・地域等で自分の個性や能力を最大限に発揮できる、

生きやすい社会の実現が求められています。そのため、引き続き、庁内関係部署との連携

を図りながら関係団体等への情報提供や普及・啓発を図ります。 

また、市内企業のワーク・ライフ・バランス等に関する実態調査を行い、事業主、従業

者向けセミナーの開催やモデル事業の実施など、働き方改革を推進していきます。さらに、

市民のライフスタイルに合わせた起業や共同運営の支援、コミュニティバスのラッピング

による啓発を行うなど、事業主、従業者、市民の三者を視野に入れたワーク・ライフ・バ

ランスの取り組みを積極的に展開します。 
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計画期間 

(平成 34 年)の目標 

前期達成状況 

（26 年度末） 

中 期 
後期（31～34） 

27 28 29 30 

ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向け

た啓発事業等の実施 

実施 実施 実
施 

    

 

Ⅵ 推進事業 

 

１－（１）－① 「男女平等参画条例」の普及・啓発に向けた取り組みの推進 

だれもが男女の性別に関わりなく個人として尊重され、各人の個性と能力を十分に発揮

できる男女平等参画社会の実現は、だれもが住みやすい社会づくりにつながる重要課題で

す。平成 18 年４月に施行された男女平等参画条例に、多くの市民が関心を持てるよう、普

及・啓発を図ります。 

 

２－（３）－① 相談体制の充実のための連携体制の強化 

日常生活で生じるさまざまな心の悩みや権利侵害は、専門家による早期対応により、そ

の深刻化を防ぐことにもつながります。カウンセラーや男女平等参画相談員による相談事

業については、男女平等参画を推進する上で重要な要素となることから、総合的な相談体

制の充実に努めると同時に、関係機関による連携体制の強化を図ります。 

 

４－（１）－① 行政委員会・審議会等における男女比率の均衡に向けた取り組みの推進 

「市民会議、審議会等の設置及び委員の選任に関する基準」に基づき、市の行政委員会・

審議会等の委員の選任にあたっては、男女の構成の均衡を図るよう努めます。 

 

４－（４）－① 男女平等参画の視点を取り入れた防災活動の推進 

防災活動の推進にあたっては、男女平等参画の視点を導入するなど、女性のニーズ等を

踏まえた災害対応について、関連機関等との連携を図りながら取り組みを進めます。 

 

８－（１）－① 女性センター機能の充実とさらなる活性化の検討 

男女平等参画条例の理念と目的を達成するため、女性交流室、男女平等参画情報提供コ

ーナーのほか、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備事業に伴い開設する生涯学習セン

ター等と連携し、女性センター機能の充実と活性化を図ります。 

 

８－（２）－② 男女平等行動計画推進連絡会の定期的な開催 

男女平等参画条例の理念と目的を理解し、多分野に渡る総合的な取り組みを進めるため

には、庁内の連携体制が不可欠です。庁内における男女平等行動計画推進連絡会を開催し、
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関係部署相互の情報交換及び緊密な連携を図ります。 

 

Ⅶ 関連個別計画 

 

・男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022（第１次改定） 
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「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」策定の経過 

 

本計画の策定にあたっては、「男女平等参画条例」第 11条及び第 14条の規定に基づ

き、「男女平等参画相談員及び三鷹市男女平等参画審議会に関する規則」第３条に掲げ

る構成員をもって構成する、男女平等参画審議会の意見を聴くとともに、別途実施した

パブリックコメントを通じて寄せられた市民意見等も踏まえて策定しました。 

計画策定までの経過は、下記のとおりです。 

 

【平成 22年度】 

●第１回審議会：平成 22年 11月 16日（火）本庁舎３階市議会協議会室 

・委員委嘱及び審議会についての概要説明等 

 ●第２回審議会：平成 23年１月 31日（月）本庁舎３階市議会協議会室 

  ・男女平等行動計画（平成 15年１月策定）の主要課題の達成状況及び市民意識・

実態調査に関する集計結果等経過報告等 

 ●第３回審議会：平成 23年２月 15日（火）暫定管理地３階研修室 

  ・男女平等行動計画（平成 15年１月策定）の主要課題の達成状況に関する質疑応

答、及び新たな行動計画策定に向けた方向性等についての意見交換等 

 

【平成 23年度】 

 ●第１回審議会：平成 23年４月 18日（月）本庁舎３階市議会協議会室 

  ・審議会からの第一次提言案（計画骨格案策定に向けた提言案）に関する意見交換 

   等 

 ●第２回審議会：平成 23年７月 15日（金）本庁舎３階市議会協議会室 

  ・第一次提言案の内容確定及び計画骨格案策定に向けた意見交換等 

 ●第一次提言の提出：平成 23年７月 15日（金） 

 ●第３回審議会：平成 23年９月７日（水）本庁舎３階市議会協議会室 

  ・計画骨格案策定に向けた意見交換及び第４次基本計画策定に関する基本的方向

（討議要綱）の説明等 

 ●計画骨格案に対するパブリックコメント 

・平成 23年 10月 13日（木）～10月 31日（月） 

 ●第４回審議会：平成 23年 11月 14日（月）本庁舎３階市議会協議会室 

  ・計画素案策定に向けた意見交換及び審議会からの第二次提言案（計画素案策定に

向けた提言案）に関する意見交換等 

 ●第二次提言の提出：平成 23年 12月 21日（水） 

 ●計画素案に対するパブリックコメント 

・平成 24年１月８日（日）～１月 26日（木） 
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 ●第５回審議会：平成 24年１月 30日（月）本庁舎３階市議会協議会室 

  ・計画素案に対する意見交換等 
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「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」第１次改定の経過 

 

本計画の第１次改定にあたっては、「男女平等参画条例」第 11条及び第 14条の規定

に基づき、「男女平等参画相談員及び三鷹市男女平等参画審議会に関する規則」第３条

に掲げる構成員をもって構成する、男女平等参画審議会の意見を聴くとともに、別途実

施したパブリックコメントを通じて寄せられた市民意見等も踏まえて改定しました。 

計画改定までの経過は、下記のとおりです。 

 

【平成 24年度】 

 ●第１回審議会：平成 25年２月 19日（火）三鷹市議会協議会室 

・委員委嘱及び審議会についての概要説明等 

・「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の取り組み状況について 

 

【平成 25年度】 

 ●第１回審議会：平成 25年６月 17日（月）教育センター大研修室 

  ・今後の男女平等推進施策の取り組みについて 

 ●第２回審議会：平成 25年 11月 15日（金）教育センター大研修室 

  ・「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の取り組み状況（平成 24年度）

について 

  ・男女平等参画推進事業（平成 25年度）の取り組み状況について 

 

【平成 26年度】 

 ●第１回審議会：平成 26年５月８日（木）教育センター大研修室 

  ・平成 25年度男女平等参画推進事業の実績について 

  ・平成 26年度男女平等参画推進事業の概要について 

 ●第２回審議会：平成 26年 11月 18日（火）教育センター大研修室 

  ・「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の取り組み状況（平成 25年度）

について 

  ・男女平等参画推進事業（平成 26年度）の取り組み状況について 

  ・計画改定に向けた市民意向調査の調査項目について 

 ●第３回審議会：平成 27年２月６日（金）教育センター大研修室 

  ・「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」前期の取り組みについて 

  ・「男女平等に関する市民意向調査」の今後の予定について 

 

【平成 27年度】 

 ●第１回審議会：平成 27年７月 22日（水）教育センター大研修室 
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  ・委員委嘱及び審議会についての概要説明等 

  ・市民満足度・意向調査の結果について 

  ・「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の取り組み状況について 

  ・「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」の改定について 

 ●第１次改定骨格案に対する市民意見の募集 

  ・平成 27年 10月 11日（日）～11月２日（月） 

 ●第２回審議会：平成 27年 11月４日（水）教育センター大研修室   

  ・「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」（第１次改定）（第１次素案）につ

いて 

  ・第４次三鷹市基本計画（第１次改定）（第１次素案）について 

 ●第１次改定素案に対するパブリックコメント 

  ・平成 28年１月 12日（火）～２月 1日（月） 

 ●第３回審議会：平成 28年２月３日（水）教育センター大研修室 

  ・男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022第１次改定素案について 

  ・パブリックコメントの結果について 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生紙を使用しています。 

 

男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022（第１次改定） 

平成 28 年３月 
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